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仙
毫
藩
格
例

五
〇

（
四
五
八
）

山｛

毫

藩

格

例

附
・
伺
書
決
議
案

手

塚

豊

解

題

　
六
年
前
、
私
は
本
誌
第
二
十
四
総
八
號
に
「
刑
法
局
格
例
調
考
ー
仙
毫
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

刑
法
の
一
研
究
」
と
題
す
る
論
考
を
獲
表
し
た
。
　
「
刑
法
局
格
例
調
」
と
い
う

の
は
、
大
正
四
年
の
頃
、
東
京
帝
國
大
學
所
藏
の
徳
川
幕
府
評
定
所
記
録
を
京

都
帝
國
大
學
が
複
爲
し
た
際
、
同
記
録
中
に
混
入
し
て
い
た
藩
刑
法
十
種
の
中

の
一
つ
で
あ
つ
て
、
仙
藁
藩
刑
法
の
記
録
交
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
東
京
大
學

所
藏
の
原
本
が
、
大
震
災
に
よ
つ
て
灌
滅
し
て
か
ら
は
、
京
都
大
學
の
副
本
が

唯
一
の
傳
本
と
し
て
珍
重
す
べ
き
資
料
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
複
爲
事
業
を
澹

嘗
さ
れ
た
三
浦
周
行
博
士
は
、
そ
の
文
書
の
性
質
を
、
明
治
政
府
の
刑
法
局
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

蒐
集
、
調
査
し
た
仙
憂
藩
刑
法
と
推
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
博

士
に
は
そ
れ
を
封
象
に
し
た
研
究
論
文
は
見
當
ら
な
い
。
こ
の
文
書
の
内
容
を

は
じ
め
て
解
明
さ
れ
た
の
は
、
小
早
川
欣
吾
教
授
で
あ
つ
た
。
教
授
は
「
明
治

剃
頭
に
於
廿
る
二
、
三
の
藩
の
刑
法
典
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
考
の
中
で
、

こ
の
交
書
を
探
り
あ
げ
、
明
治
初
年
の
頃
、
仙
毫
藩
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
刑

法
典
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
重
要
な
條
項
を
撃
示
し
つ
つ
そ
の
概
要
を
考
察
さ

　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

れ
た
の
で
あ
る
。
「
刑
法
局
」
の
名
構
に
つ
い
て
は
、
三
浦
博
士
と
は
異
な
り
、

一
鷹
仙
豪
藩
の
司
法
官
聴
名
で
あ
つ
た
と
推
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
教
授
が
利
用

さ
れ
た
仙
豪
關
係
の
郷
土
資
料
に
、
そ
う
し
た
名
構
の
機
關
が
存
在
し
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

と
か
ら
、
明
白
な
断
定
を
さ
し
ひ
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
前
揚
の
拙
稿

は
、
そ
う
し
た
小
早
川
教
授
の
研
究
業
績
に
追
縦
L
て
、
未
熟
な
私
見
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
旨
は
、

　
O
　
明
治
初
年
の
仙
豪
藩
に
、
刑
法
局
と
呼
ぶ
機
關
が
存
在
し
た
こ
と
を
灰

　
示
す
る
二
、
三
の
闇
接
的
費
料
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
「
刑
法
局
格
例
調
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
レ

　
は
、
．
仙
豪
藩
刑
法
局
の
「
格
例
調
」
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
。

　
◎
　
明
治
政
府
の
初
期
に
、
刑
法
局
と
い
う
機
關
は
存
在
せ
ず
、
三
浦
博
士

　
の
説
は
全
く
の
誤
解
で
あ
り
、
こ
の
文
書
は
明
治
八
年
一
月
司
法
省
の
命
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

　
よ
り
宮
城
縣
が
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

㊧
　
そ
の
内
容
に
、
降
伏
後
の
仙
豪
藩
と
し
て
は
實
行
不
可
能
の
刑
罰
（
例



　
え
ば
流
刑
）
を
含
ん
で
お
り
、
ま
た
各
條
項
の
語
尾
が
「
申
付
候
事
」
「
相
行

　
候
」
「
例
モ
御
座
候
事
」
と
い
う
文
言
で
結
ば
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と

　
か
ら
み
て
、
小
早
川
教
授
の
「
刑
法
典
」
読
に
は
疑
問
が
あ
り
、
そ
れ
は
一

　
種
の
刑
事
先
例
調
査
書
と
考
え
ら
れ
、
作
成
時
期
は
、
明
治
二
年
頃
と
推
定

　
　
　
　
　
（
7
）

　
さ
れ
る
こ
と
。

　
㈲
　
こ
の
「
格
例
調
」
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
徳
川
末
期
か
ら
明
治
初
頭
に
か

　
け
て
の
仙
豪
藩
刑
法
の
檬
相
は
、
大
腱
に
お
い
て
幕
府
法
に
準
擦
し
た
も
の

　
　
　
　
　
（
8
）

　
で
あ
る
こ
と
。

等
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
當
時
、
私
は
京
都
大
學
所
藏
本
を
み
る
機
會
を
有

せ
ず
、
そ
れ
が
た
め
「
各
國
刑
法
比
照
」
（
明
治
＋
六
年
参
事
院
出
版
）
に
「
仙

牽
藩
刑
法
」
と
し
て
散
見
す
る
條
項
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
に
小
早
川
教
授
が

あ
げ
ら
れ
た
も
の
を
附
加
し
、
よ
う
や
く
知
り
え
た
全
盤
の
八
割
強
の
條
項
を

考
察
、
槍
討
の
封
象
に
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
先
般
、
私
は
計
ら
ず
も
内
閣
文
庫
所
藏
「
宮
城
縣
史
料
」
制
度
之
部
に
、
「
刑

法
局
格
例
調
」
の
内
容
に
符
合
す
る
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
知
つ
た
。

從
前
、
京
都
大
學
で
は
そ
の
所
藏
に
係
る
各
種
藩
法
を
「
藩
法
資
料
集
成
」
の

名
で
覆
刻
が
企
て
ら
れ
、
第
三
雀
ま
で
出
版
さ
れ
た
が
、
太
李
洋
職
雪
の
た
め

に
中
噺
し
、
「
刑
法
局
格
例
調
」
の
覆
刻
ま
で
に
至
ら
な
か
つ
た
こ
と
が
あ
る
。

將
來
、
そ
の
覆
刻
が
行
わ
れ
る
機
會
が
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
、
多
少
の
字
句
の
異
同
が
あ
る
内
閣
文
庫
本
も
、
お
そ
ら
く
は
唯
一

の
別
本
と
し
て
貴
重
な
資
料
と
田
心
わ
れ
る
。
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
覆
刻
護
表
す

る
次
第
で
あ
る
。

　
そ
の
文
書
を
掲
げ
る
原
本
の
説
明
に
日
く
、

　
　
奮
仙
藁
藩
ノ
刑
罰
往
古
ヨ
リ
ノ
格
例
二
因
テ
庭
蜥
シ
來
レ
リ
。
新
律
未
タ

仙
蜜
藩
格
例

　
出
サ
ル
ノ
前
ハ
、
一
二
格
例
二
因
テ
露
決
ス
。
新
律
既
二
頒
布
ノ
後
未
決
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

　
人
ノ
如
キ
ハ
、
律
二
因
テ
庭
ス
ル
固
ヨ
リ
論
ヲ
待
ツ
ト
錐
、
既
決
奮
格
例
二

　
因
リ
庭
分
ス
ル
者
、
庭
刑
二
在
リ
、
未
タ
満
限
ナ
ラ
サ
ル
者
、
新
律
二
参
照

　
シ
、
輕
伺
、
叉
ハ
縣
限
決
議
ヲ
以
テ
更
二
減
罰
ス
ル
者
ア
リ
。
乃
奮
藩
格
例

　
及
ヒ
伺
書
決
議
案
左
ノ
如
シ
。
（
鞠
職
鷺
）

　
こ
こ
に
い
う
「
新
律
」
は
、
明
治
三
年
十
二
月
頒
布
の
新
律
綱
領
を
指
す
。

「
奮
藩
格
例
」
と
の
み
い
つ
て
、
刑
法
局
の
調
査
に
係
る
旨
の
記
載
が
全
く
見

當
ら
な
い
黙
は
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
読
明
か
ら
は
、
そ
の
格
例

の
調
査
時
期
は
残
念
な
が
ら
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
「
伺
書
決

議
案
」
は
、
前
掲
の
読
明
に
い
う
ご
と
く
、
藩
刑
法
か
ら
新
律
綱
領
へ
の
過
渡

期
に
際
し
て
の
措
置
を
示
す
珍
し
い
資
料
と
思
わ
れ
る
の
で
、
末
尾
に
附
録
と

し
て
併
せ
覆
刻
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
本
稿
を
「
仙
毫
藩
格
例
」
と
題
し

た
の
は
、
前
掲
説
明
の
「
奮
藩
格
例
」
に
因
ん
で
、
便
宜
上
、
筆
者
が
名
付
け

た
も
の
で
あ
る
。

　
小
早
川
教
授
の
前
掲
論
文
に
よ
る
と
、
京
大
本
「
刑
法
局
格
例
調
」
の
條
籔

は
、
「
倫
理
ヲ
素
ル
類
」
十
一
ヵ
條
、
「
殺
人
之
類
」
三
十
三
ヵ
條
、
「
盗
賊
之

類
」
三
十
六
ヵ
條
、
「
妊
悪
之
類
」
十
九
ヵ
條
、
「
法
令
蓮
反
之
類
」
三
十
三
ヵ

條
、
「
緩
慢
之
類
」
九
ヵ
條
、
「
過
誤
寛
宥
類
」
二
ヵ
條
、
「
不
法
不
義
類
」
・
ニ

　
　
　
　
　
ハ
ぼ
ロ

十
ヵ
條
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
士
族
刑
法
」
「
卒
族
以
下
刑
法
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
ヵ

條
と
し
て
加
え
る
と
、
合
計
百
六
十
五
條
の
計
算
に
な
る
。
内
閣
文
庫
本
「
格

例
」
で
は
、
「
倫
理
ヲ
素
ル
類
」
と
「
妊
悪
之
類
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
ヵ
條
ず
つ

多
い
。
前
者
の
場
合
は
、
「
母
ヲ
打
郷
蹴
倒
シ
候
云
々
」
が
京
大
本
で
は
「
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

母
ヲ
打
隣
或
ハ
疵
付
候
云
々
」
の
附
記
に
な
っ
て
い
る
の
に
封
し
、
文
庫
本
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
）

は
猫
立
の
箇
條
に
な
つ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
そ
の
理
由
を

五
一

（
四
五
九
）



仙
豪
藩
格
例

確
め
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
種
の
誤
差
で
あ
ろ
う
。

　
各
條
項
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
に
、
小
早
川
教
授
の
あ
げ
ら
れ
て
い
る
京
大

本
の
條
項
（
七
＋
ヵ
條
を
引
用
さ
れ
て
い
る
）
と
、
内
閣
文
庫
本
の
該
當
條
項

と
は
、
若
干
字
句
の
相
違
す
る
箇
所
を
の
ぞ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
二
種
の
傳
本
は
、
全
く
同
一
系
統
の
も
の
と
い
つ
て

よ
か
ろ
う
。
「
宮
城
縣
史
料
」
は
、
明
治
七
年
十
｝
月
、
太
政
官
の
命
を
承
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
同
縣
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
京
大
本
「
格
例
調
」
の
原
本
は
、
前

に
も
述
べ
た
．
こ
と
く
明
治
八
年
一
月
の
司
法
省
布
達
に
よ
つ
て
同
縣
が
提
出
し

九
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
爲
本
作
成
の
時
期
も
ほ
と
ん
ど
同
時
で
あ
つ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
「
刑
法
比
照
」
は
、
後
ち
に
司
法
省
の
蒐
集
書
を
利

用
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
附
録
に
掲
げ
た
「
伺
書
決
議
案
」
は
、
「
格
例
」
と
は
直
接
の
關
係
は
な
い

が
、
種
々
の
問
題
を
ふ
く
む
興
昧
ふ
か
い
資
料
で
あ
る
。

　
元
來
、
明
治
三
年
十
二
月
頒
布
の
新
律
綱
領
は
、
「
蜥
罪
依
二
新
頒
律
」
の

「
凡
律
ハ
頒
降
ノ
日
ヨ
リ
始
ト
爲
ス
若
シ
所
犯
頒
降
已
前
二
在
ル
者
モ
並
二
新

律
二
依
テ
擬
漸
シ
奮
律
ヲ
援
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
に
よ
つ
て
、
未
決
犯
罪
者

に
の
み
遡
及
効
を
み
と
め
て
い
た
が
、
頒
布
後
約
一
年
雫
を
脛
た
五
年
六
月
十

日
、
次
の
よ
う
な
太
政
官
布
告
に
よ
つ
て
、
そ
の
敷
力
を
さ
ら
に
遡
及
さ
せ
る

措
置
を
採
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
前
律
御
頒
降
以
前
、
於
二
各
府
懸
致
二
庭
臨
一
候
流
罪
以
下
ノ
者
…
…
今
般

　
更
テ
左
ノ
通
夫
々
新
律
二
照
シ
各
府
縣
二
於
テ
庭
置
致
シ
候
上
司
法
省
へ

　
可
二
屈
出
一
事

　
第
一
　
新
律
ヨ
リ
輕
キ
ニ
庭
シ
有
レ
之
分
ハ
如
レ
奮
可
二
措
置
一
事

　
第
二
　
新
律
ヨ
リ
重
キ
ニ
塵
シ
有
レ
之
分
新
律
二
可
二
引
直
一
事

五
二

（
四
六
〇
）

　
　
　
　
　
但
俸
藤
田
産
等
ノ
已
二
没
入
ス
ル
者
ハ
選
與
二
不
レ
及

　
第
三
　
新
律
二
照
ス
ト
キ
ハ
年
限
已
二
過
ル
者
直
二
放
菟
可
・
致
事

　
こ
の
布
告
は
、
あ
た
か
も
現
行
刑
法
第
六
條
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
趣
旨
を
、

奮
法
に
よ
る
庭
刑
濟
の
者
に
ま
で
機
張
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
「
伺
書

決
議
案
」
は
、
宮
城
縣
が
こ
の
布
告
に
則
つ
て
行
わ
ん
と
し
た
措
置
を
示
し
て

い
る
。
縣
限
決
議
案
に
封
す
る
指
令
は
見
當
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
聴
訟
課
の

決
議
通
り
實
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
決
議
案
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
奮
法
に
よ
る
判
決
の
日
附
は
、
も
つ

と
も
早
い
も
の
が
三
年
六
月
十
四
日
、
最
後
は
四
年
二
月
晦
日
で
あ
る
。
そ
の

他
、
逃
亡
腕
獄
者
に
封
す
る
も
の
に
、
四
年
八
月
四
日
と
五
年
四
月
十
日
の
到

決
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
到
決
は
、
徒
刑
三
年
囚
の
脱
獄
に
封
し

て
杖
七
十
と
徒
三
年
を
あ
ら
た
め
て
言
渡
し
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
新
律
綱
領

「
徒
流
人
逃
」
に
振
つ
た
も
の
で
あ
ゑ
が
」
四
年
八
月
の
判
決
は
、
徒
刑
二
年

囚
の
そ
れ
に
徒
二
年
牛
を
言
渡
し
て
お
り
、
綱
領
に
擦
つ
て
い
な
い
。
と
す
れ

ば
、
四
年
八
月
以
前
に
は
、
新
律
綱
領
が
實
施
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
も
の
と
推

察
し
て
よ
か
ろ
う
。
他
方
、
五
年
三
月
廿
五
日
、
彊
盗
に
關
し
て
の
司
法
省
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ね
ロ

封
す
る
宮
城
縣
伺
に
「
罪
人
拒
捕
吏
ヲ
殴
チ
折
傷
以
上
ノ
條
二
比
附
シ
云
々
」

と
綱
領
の
捕
亡
律
「
罪
人
拒
レ
捕
」
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
頃
に
は
綱

領
を
施
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
仙
豪
縣
あ
る
い
は
宮
城
縣

に
お
け
る
綱
領
施
行
の
時
期
は
、
四
年
八
月
か
ら
五
年
三
月
ま
で
の
間
で
あ
つ

　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
と
み
て
い
い
。
四
年
七
月
に
仙
藁
藩
が
塵
止
さ
れ
、
仙
毫
縣
が
置
か
れ
た

が
、
當
初
は
奮
藩
關
係
者
に
よ
る
施
政
が
つ
づ
き
、
政
府
か
ら
塵
谷
良
翰
、
遠

藤
温
が
参
事
、
権
参
事
と
し
て
差
遣
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
同
年
十
一
月
二

日
、
仙
豪
、
登
米
、
角
田
の
三
縣
を
合
併
し
て
仙
豪
縣
が
再
置
さ
れ
た
時
で
あ



つ
た
。
し
か
も
同
縣
が
宮
城
縣
と
改
構
さ
れ
て
（
五
年
噌
月
八
日
）
、
實
際
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

政
務
を
開
始
し
た
の
は
二
月
八
日
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ

の
頃
ま
で
、
新
律
綱
領
は
全
く
實
施
さ
れ
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
く

な
く
と
も
、
仙
毫
藩
の
存
績
中
、
そ
し
て
ま
た
最
初
の
仙
毫
縣
の
初
期
に
は
、

そ
れ
が
實
施
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
實
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

も
せ
よ
、
前
に
引
用
し
た
原
本
の
読
明
に
「
新
律
既
二
頒
布
ノ
後
未
決
犯
人
ノ

如
キ
ハ
、
律
二
因
テ
庭
ス
ル
固
ヨ
リ
論
ヲ
待
ッ
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
多
少
事

實
と
相
違
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
「
決
議
案
」
に
み
ら
れ
る
奮
法
に
よ
る
判
決
の
全
て
が
、
士
族
に
封

し
て
は
禁
獄
、
卒
族
以
下
に
封
し
て
は
徒
刑
で
あ
る
黙
も
み
の
が
し
て
は
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
の
刑
罰
は
、
「
格
例
」
に
は
存
在
し
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

明
治
政
府
は
、
元
年
十
月
晦
日
の
行
政
官
布
達
以
來
、
各
府
藩
縣
に
封
し
て
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

刑
を
懲
懸
し
て
い
た
が
、
仙
豪
藩
も
そ
の
方
針
に
則
り
、
徒
刑
お
よ
び
そ
の
閏

刑
と
し
て
禁
獄
の
制
度
を
探
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
に
も
述
べ
た
ご
と

く
、
「
決
議
案
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
最
初
の
到
決
は
、
三
年
六
月
十
四
日
で

あ
る
が
、
別
の
資
料
に
よ
る
と
、
す
で
に
同
年
三
月
十
三
日
窃
盗
に
封
す
る
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

獄
百
日
の
判
決
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
に
は
す
で
に
「
格
例
」
の
刑
罰
豊
系
が

崩
れ
て
、
禁
獄
、
徒
刑
の
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
拙
稿
「
刑
法
局
格
例
調
考
i
仙
塵
藩
刑
法
の
一
研
究
」
本
誌
第
二

　
十
四
巷
八
號
一
頁
以
下
。
こ
の
論
考
は
、
多
少
の
補
正
を
加
え
て
、
近
刊

　
の
拙
著
「
明
治
初
期
刑
法
史
の
研
究
」
に
牧
録
し
た
。
以
下
の
引
用
は
同

　
書
に
撮
る
。

（
2
）
　
三
浦
周
行
「
失
わ
れ
た
る
近
世
法
制
史
料
」
績
法
制
史
の
碑
究
・
一

　
四
五
一
頁
ー
一
四
五
二
頁
。

仙
塵
藩
格
例

（
3
）
　
小
早
川
欣
吾
「
明
治
初
頭
に
於
け
る
二
、

　
て
」
明
治
法
制
叢
考
・
二
八
五
頁
以
下
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

　
は
、

三
の
藩
の
刑
法
典
に
つ
い

　
は
何
か
の
誤
り
で
あ
ろ
う

（
1
1
）

　
れ
な
い
カ

（
1
2
）

　
七
九
〇
頁
）
。

（
1
3
）
　
内
閣
丈
庫
「
展
示
圖
書
解
題
」
（
昭
和
三
十
年
）
六
頁
。

（
1
4
）
　
前
掲
宮
城
縣
史
料
・
第
一
珊
（
政
治
部
）
。

（
1
5
）
　
各
地
方
に
お
け
る
綱
領
の
施
行
扶
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
・
五

　
三
頁
以
下
参
照
。

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

後
記

前
掲
書
・
二
八
五
頁
。

前
掲
拙
著
・
ニ
ニ
三
頁
f
二
二
四
頁
。

前
掲
書
・
二
二
二
頁
。

前
掲
書
・
一
二
一
六
頁
f
二
二
七
頁
。

前
掲
書
二
＝
一
九
頁
以
下
。

「
宮
城
縣
史
料
」
第
二
珊
（
制
度
部
）
。

小
早
川
・
前
揚
書
二
一
八
八
頁
－
二
九
八
頁
。
な
お
、
小
早
川
教
授

同
書
の
別
の
個
所
で
「
総
て
百
四
ヶ
條
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
掲
拙
著
・
二
三
九
頁
参
照
）
。

小
早
川
・
前
掲
書
・
二
八
八
頁
。
こ
れ
は
印
刷
の
際
の
誤
植
か
も
知

　
。
、
、
疑
問
と
し
て
お
く
。

「
刑
法
比
照
」
に
よ
る
も
、
そ
れ
は
別
條
で
あ
る
（
同
書
・
第
五
巻
・

前
掲
宮
城
縣
史
料
・
第
一
珊
。

前
掲
拙
著
・
一
五
四
頁
参
照
。

前
掲
宮
城
縣
史
料
・
第
一
冊
。

貴
重
な
資
料
の
公
表
を
許
可
さ
れ
た
内
閣
丈
庫
の
御
厚
意
を
深
謝
し

た
い
。

五
三

（
四
六
一
）



仙
壷
藩
格

凡

例

例

一
、
括
弧
の
中
は
、
す
べ
て
筆
者
の
註
記
で
あ
る
。

二
、
（
朱
書
）
の
部
分
は
、
原
文
朱
書
の
箇
所
で
あ
る
。

三
、
交
字
の
配
列
、
大
小
は
、
な
る
べ
く
原
形
を
保
つ
よ
う
に
印
刷
し
た
が
、

　
若
干
攣
更
し
た
部
分
も
あ
る
。
ま
た
特
殊
の
假
名
を
便
宜
上
か
ら
普
通
の
字

騰
に
改
め
た
も
の
が
少
籔
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　一　一一

格
　
例

　
士
族
罪
刑
法

於
牢
前
刎
首

於
牢
前
切
腹

其
身
屋
鋪
ニ
テ
切
腹

遠
流
　
　
牡
鹿
郡
江
島

近
流
　
　
牡
鹿
郡
田
代

他
國
追
放

遠
川
切
追
放

他
人
預

三
郡
追
放

二
郡
追
放

一
郡
追
放

城
下
追
放

親
類
預

同
郡
網
地
　
同
郡
長
渡

但
北
方
ハ
盤
井
郡
北
上
川
ヨ
リ
北
南
ハ

　
　
　
　
　
（
隈
の
字
肌
か
）

柴
田
郡
阿
武
川
並
宮
川
ヨ
リ
南
へ
遣
候

宮
城
郡
名
取
郡

宮
城
郡
名
取
郡

城
下
並
宮
城
郡

黒
川
郡

　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　一　一一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　一　一一一

五
四

（
四
六
二
）

改
易

減
藤

逼
塞

閉
門
　
但
隠
居
並
子
弟
ノ
類
ハ
閉
戸

蟄
居

謹
愼

　
（
ま
ま
）

O
…
…
呵
申
付
候
事

　
卒
族
以
下
刑
法

竹
鋸
ニ
テ
挽
首
後
礫

火
罪

礫最
首

刎
首

遠
流
　
　
牡
鹿
郡
江
島

嶋
奴
　
　
但
牡
鹿
郡
田
代
網
地
長
渡
三
嶋
之
名
主
へ
相
預
置
候
事

近
流
　
　
牡
鹿
郡
田
代
　
同
郡
網
地
　
同
郡
長
渡

遠
川
切
追
放

以
上
家
財
敏
所
申
付
候

右
之
罪
條
二
當
レ
候
罪
科
之
内
情
状
輕
キ
者
ハ
其
時
々
取
調
五
六
ケ
年
之

奴
二
相
行
遠
郡
ノ
邑
長
へ
預
置
候
事

奴
　
　
但
追
放
之
等
二
相
當
之
女
ハ
凡
テ
奴
二
相
行
候

三
郡
追
放
　
　
本
所
並
向
寄
郡
邑
三
郡
之
内
二
入
ル
ヲ
禁
ス
タ
ト
イ
右
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
　
　
　
　
條
二
相
當
候
罪
科
ト
イ
ヘ
ト
モ
事
状
二
依
奴
ニ
モ
相
行

二
郡
追
放
　
　
但
三
郡
追
放
理
書
之
通
以
下
陪
隷
准
之



　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　一　一一　一一　　　　一　　　一　一一　　　一　一一

一
郡
追
放

一
邑
追
放
　
　
城
下
共
二

城
下
追
放

扶
持
米
召
上
品
ニ
ヨ
リ
牛
扶
持
米
召
上

牢
舎

戸
結

押
込

親
類
共
二
預
置
　
　
但
飢
心
又
ハ
渇
命
相
績
成
兼
候
者
之
類

過
料

　
　
　
　
　
以
上

　
倫
理
ヲ
棄
ル
類

主
人
二
毒
ヲ
興
候
者
不
至
死
ト
モ
市
町
引
晒
礫
二
相
行
事

父
母
ヲ
打
郷
或
ハ
疵
付
候
者
於
當
所
礫
二
相
行
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舌
の
字
肪
か
）

　
　
附
　
手
ニ
テ
打
候
者
臭
首
突
倒
候
遠
川
切
追
放
二
相
行
候
例
モ
御
座

　
　
　
　
候
事

母
ヲ
打
郷
蹴
倒
シ
候
士
刎
首
二
仕
候
事

伯
父
ヲ
打
郷
シ
候
者
遠
流
疵
付
候
得
ハ
果
首
仕
候
事

君
父
之
非
儀
ヲ
訴
候
者
於
當
所
礫
二
行
候
事

夫
兄
二
不
順
ナ
ル
士
ハ
刎
菅
卒
族
以
下
ハ
昊
首
仕
候
事
事
状
二
寄
輕
等
ニ

モ
相
行
候
事

子
ヲ
捨
候
者
牢
舎
或
ハ
一
村
追
放
二
行
候
裏

竹
ニ
テ
被
打
候
由
ニ
テ
伯
父
ヲ
打
候
者
近
流
二
行
候
事

夫
留
主
中
家
出
シ
他
へ
巌
付
候
女
近
流
事
情
二
寄
輕
ク
相
行
候
例
モ
御
座

候
事

仙
塵
藩
格
例

　　　一　一一　　　　　　一　　　　一　　　一　一一一一一

母
之
居
家
へ
相
越
シ
高
聲
二
曝
白
匁
ヲ
顯
シ
候
士
族
刎
首
仕
候
事

家
跡
ヲ
可
奪
タ
メ
本
主
へ
毒
酒
ヲ
與
ヒ
候
者
礫
相
行
候
事

病
身
之
妻
ヲ
追
出
シ
流
浪
二
爲
至
候
者
近
流
相
行
候
事

　
殺
人
之
類

　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

人
ヲ
殺
候
者
先
ハ
死
罪
人
二
被
頼
殺
候
者
モ
同
等
二
相
行
候
事

主
ヲ
獄
之
者
市
町
晒
竹
鋸
ニ
テ
挽
首
後
礫
二
相
行
候
事

　
　
但
主
人
之
嫡
子
ヲ
殺
候
者
同
等
明
詮
無
之
者
ハ
一
命
ヲ
助
遠
流
二
相

　
　
行
候
例
二
御
座
候
事

主
人
之
次
男
三
男
等
殺
候
ハ
市
町
ヲ
引
晒
礫
二
相
行
候
事

父
母
ヲ
獄
シ
候
者
市
町
引
晒
竹
鋸
ニ
テ
挽
首
後
礫
相
行
候
事

祀
母
ヲ
獄
シ
候
者
竹
鋸
ニ
テ
挽
首
礫
二
相
行
候
事

君
父
ヲ
獄
シ
候
者
不
行
刑
已
前
死
候
得
ハ
其
屍
如
法
相
行
候
事

夫
兄
伯
父
ヲ
獄
シ
候
者
礫
二
相
行
候
事

　
　
但
夫
ヲ
獄
シ
候
明
鐙
難
無
之
殺
害
二
疑
敷
士
之
妻
遠
流
父
之
申
付
二

　
　
随
ヒ
候
由
ニ
テ
兄
ヲ
殺
候
士
族
刎
首
仕
候
例
二
御
座
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
ロ

嚴
二
警
戒
セ
ラ
レ
候
ヲ
指
曾
師
ヲ
殺
候
出
家
市
町
引
晒
礫
事
情
二
寄
昊
首

相
行
候
例
二
御
座
候
事

　
　
但
師
同
様
恩
ヲ
受
候
者
ヲ
殺
候
出
家
果
首
二
相
行
候
例
モ
御
座
候

叔
母
之
夫
或
嬢
子
弟
ヲ
殺
候
農
商
等
ハ
昊
菅
相
行
候
事

養
子
不
當
之
所
行
有
之
由
ニ
テ
怒
氣
二
乗
シ
匁
傷
死
亡
二
爲
至
候
士
族
減

藤
之
上
閉
門
申
付
候
事

小
見
ヲ
差
置
妻
出
奔
養
育
成
シ
蒙
所
置
二
逼
リ
右
小
見
ヲ
殺
害
シ
候
卒
族

入
牢
申
付
候
事

短
慮
ニ
テ
弟
ヲ
匁
傷
シ
右
疵
ニ
テ
死
亡
爲
至
候
士
族
切
腹
申
付
候
事

五
五

（
四
六
三
）
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仙
毫
藩
格
例

養
弟
不
當
之
所
爲
有
之
由
ニ
テ
父
倶
々
匁
傷
死
亡
爲
至
候
士
族
遠
流
相
行

　
　
　
ま
ま
ロ

父
ハ
録
之
牟
ヲ
減
シ
閉
門
申
付
候
例
二
御
座
候
事

妻
ヲ
殺
シ
候
者
士
ハ
切
腹
卒
族
以
下
ハ
刎
首
二
相
行
候
事

　
　
但
妻
不
屈
有
之
由
ニ
テ
短
慮
二
殺
害
シ
候
士
族
遠
流
或
ハ
同
所
行
ニ

　
　
テ
モ
其
品
二
依
及
殺
害
候
テ
モ
閉
門
申
附
候
例
モ
御
座
候
事

酬
酒
シ
家
僕
ヲ
手
殺
シ
候
士
族
流
罪
二
相
行
候
事

卒
示
二
下
男
下
女
ヲ
殺
シ
候
者
流
罪
二
相
行
候
事

狂
鰍
之
者
弟
若
ハ
妻
子
並
下
男
下
女
ヲ
殺
シ
候
者
永
ク
入
牢
申
付
又
ハ
親

類
へ
預
園
へ
入
置
候
例
二
御
座
候
事

　
　
但
病
欝
蕩
心
シ
妻
ヲ
殺
シ
候
士
族
入
獄
申
付
候
例
二
御
座
候
事

盗
ノ
爲
メ
人
ヲ
殺
盗
賊
候
者
昊
首
品
二
依
礫
二
相
行
候
事

　
　
但
明
鐙
無
之
者
ハ
遠
流
二
相
行
候
例
二
御
座
候

狂
飢
酪
酒
之
非
理
二
人
ヲ
殺
シ
候
者
都
テ
刎
首
二
行
候
事

　
　
但
士
族
ハ
切
腹
申
付
候
事

妻
密
夫
ト
合
議
本
夫
ヲ
殺
シ
候
者
ハ
礫
二
相
行
候
事

　
　
但
密
夫
本
夫
ヲ
殺
候
二
同
意
シ
候
状
實
有
之
女
ハ
昊
首
二
相
行
候
例

　
　
モ
御
座
候
事

有
夫
之
女
へ
密
通
シ
其
夫
ヲ
殺
候
得
ハ
臭
首
相
行
候
事

　
　
但
士
族
ハ
刎
首
之
例
二
御
座
候
事

無
禮
之
撃
動
二
被
及
候
力
何
ソ
無
振
筋
有
之
人
ヲ
手
殺
候
者
ハ
無
構
差
置

候
事

砲
畿
シ
誤
テ
人
ヲ
殺
候
者
一
郡
追
放
二
相
行
候
事

妻
ト
ロ
論
シ
薪
ニ
テ
衝
キ
死
亡
二
爲
至
候
者
近
流
二
相
行
候
事

餅
ヲ
揺
候
節
杵
ヲ
誤
テ
傍
人
之
頭
へ
當
死
亡
二
爲
至
シ
者
三
郡
追
放
二
相

一叫一一一

五
六

（
四
六
四
）

行
候
事

喫
居
候
咽
管
ヲ
戯
二
突
喉
ヲ
傷
爲
至
死
亡
候
卒
族
扶
持
米
召
上
候
事

　
　
但
同
行
ノ
者
ヲ
狐
狸
ト
疑
惑
シ
及
殺
害
候
者
刎
首
二
相
行
候
事

　
　
夜
中
居
家
之
後
二
忍
居
候
者
ヲ
盗
賊
ト
見
詰
打
殺
隠
密
シ
居
候
ヲ
近

　
　
流
二
相
行
候
事

　
　
木
へ
墓
居
候
子
供
ヲ
戯
二
揺
落
シ
爲
至
死
亡
者
ハ
奴
二
相
行
候
例
二

　
　
御
座
候
事

聾
並
妹
聲
ヲ
酬
酒
中
或
ハ
一
旦
之
怒
氣
二
乗
シ
匁
傷
死
亡
爲
至
候
者
刎
首

二
相
行
候
事

口
論
雫
撃
候
節
捌
人
二
立
入
候
者
へ
疵
付
死
亡
爲
至
候
者
近
流
二
相
行
候

事口
論
之
上
手
之
指
へ
喰
付
候
疵
所
本
ト
成
加
病
相
出
爲
至
死
候
者
遠
川
切

追
放
二
相
行
候
事

其
舟
主
ト
成
爾
人
ニ
テ
一
人
ヲ
相
手
二
口
論
撃
闘
シ
一
人
傷
付
即
死
二
爲

至
候
節
ハ
主
ト
成
候
者
近
流
殺
シ
候
者
刎
首
二
相
行
候
事

人
殺
二
手
傳
候
者
遠
流
二
相
行
候
事

　
　
但
品
二
依
本
條
ヨ
リ
輕
等
二
申
付
候
者
モ
御
座
候
事

親
ヲ
被
及
打
郷
候
ヲ
憤
リ
雫
撃
候
者
へ
助
カ
シ
右
子
供
倶
相
手
ヲ
打
殺
シ

候
者
遠
流
二
相
行
子
供
ハ
近
流
二
相
行
候
事

密
夫
ヲ
殺
シ
妻
ヲ
ハ
手
延
ニ
シ
候
未
熟
之
者
ハ
近
流
二
相
行
候
事

　
盗
賊
之
類

公
物
ヲ
窃
掠
シ
候
士
族
刎
首
二
相
行
候
事

　
　
家
財
敏
所
男
子
親
類
二
相
預
候
事

伺
罪
ヲ
犯
シ
候
卒
族
ノ
渚
果
首
二
相
行
候
事



一一一

　
　
但
引
負
之
品
輕
ク
候
得
ハ
刎
首
叉
ハ
流
罪
或
ハ
追
放
等
二
相
行
候
事

主
人
之
家
屋
舗
可
奪
妊
巧
ノ
者
市
町
引
晒
礫
二
相
行
候
事

主
人
之
財
費
取
　
致
候
者
刎
首
二
相
行
候
事

　
　
但
盗
之
品
輕
候
ヘ
ハ
遠
川
切
追
放
倫
輕
キ
ハ
一
郡
追
放
ニ
モ
相
行
候

　
　
事

卒
族
公
物
ヲ
盗
候
者
金
一
歩
已
上
遠
川
切
追
放
金
二
歩
已
上
近
流
金
三
歩

已
上
遠
流
金
一
爾
以
上
二
候
ハ
・
死
罪
二
申
付
罪
疑
敷
者
ハ
其
時
々
取
調

一
等
二
等
相
宥
候
事

　
　
附
　
陪
隷
之
内
力
差
之
者
ハ
本
條
二
准
シ
小
隷
者
之
召
上
モ
同
例
申

　
　
　
付
候
事

精
刀
不
致
職
人
並
夫
卒
等
公
物
ヲ
盗
候
者
ハ
金
二
歩
已
上
遠
川
切
追
放
金

三
歩
已
上
近
流
金
一
爾
已
上
遠
流
金
一
爾
一
歩
以
上
二
候
ヘ
ハ
死
罪
二
相

行
疑
敷
者
ハ
其
時
々
取
調
一
等
二
等
相
宥
候
事

　
　
附
輕
キ
召
仕
之
者
ハ
此
條
二
准
シ
仕
置
行
叉
宿
守
如
キ
輕
キ
者
モ

　
　
　
　
同
然
ヲ
以
仕
置
申
付
候
事

農
商
之
下
人
主
人
之
財
費
盗
取
候
ハ
・
金
一
爾
三
歩
以
上
死
罪
二
相
行
罪

疑
敷
者
ハ
其
時
々
取
調
一
等
二
等
相
宥
金
一
爾
三
歩
以
下
ハ
此
格
ヲ
以
輕

重
用
捨
相
行
候
事

　
　
但
碇
ト
下
女
二
不
定
者
右
死
罪
之
等
二
當
リ
候
者
ト
イ
ヘ
ト
モ
近
流

　
　
相
行
候
例
二
御
座
候
事

右
凡
テ
庭
中
二
於
テ
盗
仕
其
品
重
ク
叉
ハ
忍
入
公
物
ヲ
盗
候
類
ハ
其
身
柄

之
貴
蔑
盗
物
之
多
少
ヲ
不
論
死
罪
二
相
行
候
召
仕
宿
守
並
百
姓
町
人
之
下

々
マ
テ
主
人
之
家
ニ
テ
盗
仕
其
品
重
ク
叉
ハ
主
人
ノ
家
へ
忍
入
壁
ヲ
切
藏

ヲ
破
盗
候
類
忍
入
候
マ
テ
ニ
候
共
身
分
之
貴
蔑
盗
ノ
多
少
ヲ
不
論
悉
皆
死

仙
壷
藩
絡
創

一一一一一一　　　一　一一

罪
二
相
行
候
事

陪
隷
之
内
家
宰
並
重
立
候
召
仕
之
者
主
人
之
財
費
金
代
盗
取
候
ハ
・
其
品

之
輕
重
二
不
依
死
罪
二
相
行
候
事

金
銭
二
十
五
爾
以
上
之
員
欺
盗
取
候
者
刎
首
右
贋
二
准
候
品
物
盗
取
候
者

同
等
二
相
行
候
事

凡
士
族
盗
シ
候
ヘ
ハ
刎
首
二
相
行
候
事

　
　
但
出
家
並
修
験
或
ハ
士
族
之
婦
女
ハ
流
罪
二
相
行
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
ロ

人
籔
ヲ
催
シ
押
入
張
盗
致
シ
者
礫
二
相
行
候
事

　
　
但
五
人
以
上
於
當
所
礫
随
從
之
者
ハ
流
罪
二
相
行
候
事

追
剥
追
落
シ
致
候
者
昊
首
二
相
行
候
事

　
　
但
品
輕
ク
候
ヘ
ハ
流
罪
ニ
モ
相
行
候
事

盗
之
タ
メ
人
二
疵
付
候
ヘ
ハ
其
事
不
途
ト
錐
モ
昊
首
二
相
行
候
事

藏
破
壁
切
謀
計
ヲ
以
物
ヲ
街
取
候
者
昊
首
二
相
行
候
事

　
　
但
盗
品
之
員
籔
叉
ハ
藏
破
壁
切
共
二
事
情
二
寄
其
時
々
取
調
刎
首
随

　
　
從
之
者
流
罪
叉
ハ
追
放
二
相
行
候
事

藏
破
壁
切
二
候
共
又
物
ヲ
不
用
元
來
損
シ
候
所
ヲ
手
ニ
テ
引
破
候
ヘ
ハ
死

罪
ニ
ハ
不
相
行
盗
物
之
品
二
寄
遠
川
切
追
放
二
相
行
候
事

錠
子
千
切
盗
候
者
ハ
死
罪
二
相
行
候
所
品
輕
ク
候
ヘ
ハ
遠
川
切
追
放
ニ
モ

相
行
候
事

惣
テ
盗
ヲ
本
業
ト
シ
候
者
最
首
品
輕
ク
候
ヘ
ハ
流
罪
ニ
モ
相
行
候
事

人
商
果
首
士
族
ハ
刎
首
二
相
行
候
事

女
ヲ
他
領
へ
隠
シ
通
シ
候
人
商
ハ
礫
二
相
行
候
手
引
致
候
者
モ
同
等
二
候

事　
　
但
人
商
宿
ス
ル
者
ハ
追
放
二
相
行
候
被
費
候
家
元
へ
差
戻
候
事

五
七

（
四
六
五
）
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仙
塵
藩
格
例

牛
馬
盗
取
候
者
ハ
昊
首
士
族
ハ
刎
首
馬
ヲ
盗
候
節
随
從
候
者
流
罪
二
相
行

候
事

田
畑
之
作
物
ヲ
盗
湯
屋
ニ
テ
盗
仕
候
類
定
格
ヨ
リ
一
等
重
相
行
候
事

　
　
　
　
（
分
の
字
肌
か
）

惣
テ
小
盗
之
遠
川
切
追
放
叉
ハ
當
所
追
放
品
二
寄
小
盗
之
分
入
會
申
付
或

ハ
過
料
召
上
候
事

盗
物
ト
存
ナ
カ
ラ
被
頼
取
次
費
梯
可
申
ト
仕
候
者
藩
中
並
一
村
追
放
程
之

小
盗
二
候
ヘ
ハ
過
料
召
上
本
人
死
罪
二
相
行
候
大
盗
二
候
ヘ
ハ
遠
川
切
追

放
叉
ハ
本
人
永
入
牢
以
下
之
仕
置
二
申
付
候
ヘ
ハ
右
二
准
Ψ
相
宥
メ
三
郡

亦
ハ
藩
中
一
村
追
放
等
二
相
行
候
事

盗
物
籔
多
預
置
候
者
盗
物
取
次
質
物
二
置
候
者
盗
物
鐙
人
二
成
費
渡
候
者

之
如
キ
最
物
盗
物
ト
心
付
候
者
ハ
前
條
二
准
シ
盗
物
ト
不
心
付
分
ハ
過
料

召
上
勿
論
盗
物
ト
不
存
候
共
品
有
之
者
ハ
別
二
吟
昧
仕
候
事

巾
着
切
ヲ
本
業
ト
仕
候
者
ハ
小
盗
二
准
シ
遠
川
切
追
放
二
相
行
再
犯
叉
ハ

其
品
二
寄
流
罪
等
ニ
モ
相
行
候
事

騨
縫
馬
之
馬
丁
其
身
駄
邊
之
荷
物
盗
取
候
ヘ
ハ
藩
中
傳
馬
町
引
晒
昊
首
二

相
行
候
事

騨
場
駄
邊
之
色
品
盗
取
候
者
三
郡
追
放
二
相
行
候
事

居
家
戸
張
懸
鐵
ヲ
外
シ
忍
入
盗
シ
候
者
三
郡
追
放
二
相
行
候
事

族
籠
屋
ニ
テ
盗
仕
候
者
三
郡
追
放
二
相
行
候
事

盗
再
犯
之
者
ハ
近
流
二
相
行
候
事

色
品
窃
取
候
者
三
郡
追
放
再
犯
之
者
近
流
二
相
行
候
事

凡
下
女
盗
仕
候
得
ハ
一
ケ
年
奴
二
相
行
盗
ヲ
本
業
二
仕
候
得
ハ
五
六
ケ
年

奴
二
相
行
遠
郡
名
主
へ
預
置
候
事

盗
賊
之
頼
ヲ
肯
ヒ
合
鍵
持
遣
候
者
遠
川
切
追
放
相
行
候
事

一　　　一　一一一一

五
八

（
四
六
六
）

扶
持
米
與
へ
置
候
程
之
者
盗
仕
候
ヘ
ハ
三
郡
追
放
相
行
候
事

紳
吐
佛
祠
等
へ
備
置
候
祭
器
類
盗
取
候
者
先
ハ
遠
川
切
追
放
二
相
行
候
叉

ハ
品
二
依
リ
一
郡
追
放
位
ニ
モ
相
行
候
事

重
盗
賊
ヲ
止
宿
セ
シ
メ
盗
品
費
捌
世
話
仕
候
者
ハ
遠
川
切
追
放
二
相
行
候

品
輕
ク
候
得
ハ
奴
ニ
モ
相
行
候
事

　
軒
悪
之
類

徒
窯
ヲ
結
候
者
本
人
ハ
礫
品
ニ
ヨ
リ
昊
首
流
罪
二
相
行
随
從
ノ
者
追
放
叉

戸
結
ニ
モ
相
行
候
事

　
　
但
五
人
以
上
ノ
徒
裳
ハ
於
當
所
相
行
候
事

　
　
（
へ
の
字
腕
か
）

訴
訟
事
荷
推
シ
妊
巧
ヲ
企
候
者
死
罪
品
ニ
ヨ
リ
流
罪
ニ
モ
相
行
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
ま
ロ

事
ヲ
巧
ミ
張
文
又
制
札
へ
黒
シ
或
ハ
上
ヲ
塗
候
者
最
首
相
行
候
事

物
ヲ
盗
ヘ
キ
タ
メ
人
家
へ
火
ヲ
放
焼
失
爲
致
候
者
火
罪
二
相
行
候
事

　
　
但
其
事
不
途
者
ハ
遠
流
小
見
徒
二
火
ヲ
付
候
者
流
罪
相
行
候
例
ニ
モ

　
　
御
座
候
事

火
ヲ
鹿
疎
ニ
シ
失
火
二
爲
及
候
者
士
族
ハ
謹
愼
卒
族
以
下
ハ
押
込
置
候
事

　
　
但
場
所
柄
ニ
ヨ
リ
一
二
等
重
ク
モ
相
行
候

爲
書
爲
印
仕
候
者
ハ
士
族
ハ
刎
首
卒
族
以
下
ハ
桑
首
情
状
輕
候
得
ハ
罪
等

相
宥
候
事

事
ヲ
巧
重
キ
爲
ヲ
申
掛
或
ハ
訴
候
者
礫
品
ニ
ヨ
リ
果
首
叉
ハ
刎
首
叉
申
懸

之
品
二
寄
流
罪
追
放
ニ
モ
相
行
候
事

贋
金
鋳
造
候
者
ハ
礫
相
行
候
職
方
二
被
雇
叉
元
金
ヲ
出
シ
候
者
流
罪
遣
方

ハ
ま
ま
ロ

シ
候
者
モ
同
等
二
相
行
候
事

役
人
之
眞
似
仕
候
者
最
首
品
二
寄
流
罪
随
從
之
渚
ハ
遠
川
切
追
放
二
相
行

候
例
二
御
座
候
事
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年
貢
米
悪
米
又
ハ
穣
之
類
杯
入
交
候
者
遠
川
切
又
ハ
三
郡
追
放
二
相
行
候

事遠
川
切
以
下
追
放
之
者
無
品
立
蹄
候
得
ハ
三
度
マ
テ
者
如
元
相
行
初
犯
輕

者
ニ
テ
モ
四
ケ
度
立
蹄
候
得
ハ
死
罪
縦
令
四
ケ
度
立
露
候
テ
モ
本
罪
輕
キ

者
或
ハ
立
蹄
候
趣
意
ニ
ヨ
リ
其
時
々
取
調
遠
川
切
追
放
或
ハ
死
罪
二
相
行

候
他
國
追
放
等
立
蹄
候
者
モ
右
二
准
相
行
候
事

灌
威
二
誇
リ
注
血
盟
書
シ
窯
ヲ
結
我
意
ヲ
檀
二
致
候
陪
隷
刎
首
右
へ
蕪
シ

候
者
流
罪
以
下
ハ
減
豫
閉
門
等
申
付
候
事

江
ノ
島
ヲ
破
候
者
並
獄
屋
ヲ
破
候
士
族
刎
首
卒
族
以
下
ハ
昊
首
助
力
致
候

者
モ
同
檬
相
行
候
事

獄
中
二
於
テ
密
々
金
子
叉
ハ
色
品
持
居
候
士
族
蟄
居
二
相
行
候
事

揺
街
等
之
所
行
仕
候
士
族
近
流
叉
ハ
他
國
追
放
卒
族
以
下
追
放
奴
ニ
モ
相

行
候
事

遺
恨
ヲ
以
重
冤
ヲ
申
懸
入
牢
之
苦
痛
二
爲
至
候
者
奴
相
行
候
事
之
輕
ハ
入

牢
ニ
モ
相
行
候
事

扶
持
米
相
渡
候
謹
印
ヲ
贋
作
シ
他
之
扶
持
米
ヲ
窃
候
士
族
刎
首
其
事
不
途

候
得
ハ
遠
流
相
行
候
事

藩
中
通
用
之
楮
幣
贋
造
候
士
族
刎
首
卒
族
以
下
ハ
昊
首
相
行
候

　
　
但
贋
楮
幣
遣
方
之
者
近
流
相
行
候

秤
贋
作
候
者
入
牢
申
付
候
事

密
銭
吹
方
致
候
者
近
流
随
從
之
者
ハ
遠
川
切
追
放
等
ニ
モ
相
行
候
事

　
法
令
違
反
之
類

博
変
ヲ
常
二
業
ト
シ
候
者
並
或
ハ
再
犯
二
及
候
者
遠
川
切
追
放
三
犯
二
及

候
得
ハ
近
流
相
行
候
事

仙
塵
藩
格
例

一r一一　一一

卒
族
並
陪
隷
郷
村
役
付
町
役
之
顛
其
品
ニ
ヨ
リ
追
放
或
ハ
扶
持
米
召
上
候

事　
　
但
其
身
犯
サ
ス
候
共
博
変
宿
シ
或
ハ
見
物
シ
候
者
ハ
犯
シ
候
者
同
罪

　
　
相
行
候
事

百
姓
町
人
博
変
ヲ
犯
シ
候
ヘ
ハ
一
ケ
年
奴
二
相
行
宿
仕
候
者
ハ
市
町
之
辻

或
ハ
當
所
二
於
テ
日
籔
七
日
晒
後
奴
二
相
行
郷
村
役
付
叉
ハ
町
役
之
者
へ

預
置
候
其
中
奴
二
難
相
行
者
ハ
目
籔
三
十
日
入
牢
申
付
候
上
過
料
銭
召
上

女
モ
同
檬
申
付
候
事

博
変
宿
シ
候
者
之
人
頭
五
人
組
合
過
料
召
上
候
其
中
十
五
歳
以
下
ノ
者
並

後
家
女
坐
頭
女
人
頭
之
者
ハ
無
構
或
ハ
五
人
組
等
ヨ
リ
致
穿
難
申
付
候
ハ

・
其
者
餐
メ
不
申
候
事

凡
士
族
博
変
ヲ
犯
候
得
ハ
他
國
追
放
二
相
行
候
事

相
禁
シ
置
候
節
禁
ヲ
犯
シ
濁
酒
造
候
ヘ
ハ
犯
人
並
組
合
共
過
料
銭
召
上
清

酒
密
造
之
者
ハ
奴
二
相
行
密
々
酒
商
費
之
者
入
牢
申
付
候
事

士
族
禁
ヲ
犯
シ
遊
所
へ
出
入
候
者
改
易
役
目
有
之
者
ハ
其
趣
意
ヨ
リ
切
腹

叉
ハ
他
人
預
申
付
候
卒
族
ハ
扶
持
米
召
上
候
事

禁
ヲ
犯
シ
爲
渡
世
之
遊
女
ヲ
抱
置
候
者
遠
川
切
追
放
遊
女
ハ
家
元
へ
差
戻

候
事

藩
用
之
林
木
叉
ハ
私
ノ
林
木
ヲ
盗
伐
候
者
入
牢
申
付
過
料
銭
召
上
日
中
公

然
大
勢
押
入
林
木
ヲ
伐
候
類
ハ
主
謀
之
者
死
罪
ニ
モ
相
行
候
事

山
守
役
ノ
者
當
林
ヲ
盗
伐
候
者
ハ
近
流
二
相
行
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
ま
ま
）

禁
ヲ
犯
シ
操
芝
居
並
小
見
セ
物
等
都
テ
木
戸
ヲ
構
銭
ヲ
取
多
人
籔
集
會
爲

仕
候
者
ハ
地
主
並
主
立
候
者
奴
地
主
不
居
合
候
共
同
等
二
相
行
候
右
場
所

之
名
主
等
入
牢
地
主
之
組
頭
戸
結
地
主
組
合
ハ
過
料
召
上
其
中
組
合
等
二

五
九

（
四
六
七
）



　
　
　
仙
豪
藩
格
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
テ
訴
出
候
ハ
當
人
ハ
構
不
申
候
事

　
無
始
末
二
他
へ
奉
行
二
取
付
候
士
刎
首
士
以
下
ハ
流
罪
又
ハ
三
郡
追
放
相

　
行
候
事
柄
ニ
ヨ
リ
奴
ニ
モ
申
付
候
下
請
之
者
遠
川
切
追
放
又
ハ
一
郡
追
放

　
相
行
候

　
　
　
但
一
度
出
奔
候
共
立
露
候
ハ
・
其
儘
親
類
へ
預
置
候
出
奔
二
及
ヒ
闘

　
　
　
所
不
相
行
内
立
蹄
候
者
ハ
改
易
並
家
督
召
放
闘
所
以
後
立
蹄
候
ヘ
ハ

　
　
　
前
條
之
如
ク
親
類
二
預
置
候
事

　
相
行
候
事

　
　
　
但
士
族
之
隠
居
出
奔
之
節
持
道
具
飲
所
二
相
行
候
事

　
卒
族
ノ
出
奔
立
蹄
候
節
入
牢
舎
二
申
付
候
事

　
遁
逃
ノ
百
姓
其
者
之
五
人
組
一
人
ヨ
リ
過
料
金
一
爾
ッ
・
召
上
候
遁
逃
百

　
姓
ヲ
潜
匿
爲
仕
候
者
過
料
金
五
爾
右
五
人
組
モ
一
人
ヨ
リ
金
一
爾
ッ
・
召

　
上
候
尋
出
シ
引
返
候
ハ
・
其
者
ノ
過
料
ハ
相
返
候
極
貧
ニ
テ
無
族
　
去
候

　
者
ハ
入
牢
申
付
跡
二
百
姓
人
頭
指
除
申
候
事

　
富
國
二
類
シ
候
事
ヲ
取
行
候
士
族
他
國
追
放
二
相
行
候
事

　
禁
ヲ
犯
シ
賭
弓
賭
將
碁
仕
候
者
入
牢
申
付
賭
鐵
炮
討
候
卒
族
扶
持
米
召
上

　
輕
キ
賭
之
類
ハ
叱
申
付
賭
弓
ハ
組
合
ノ
者
共
押
込
申
付
候
事

　
召
仕
之
女
二
遊
婦
二
均
敷
撃
動
二
及
候
者
ハ
奴
右
之
女
並
遊
女
ヲ
相
手
二

　
仕
候
者
入
牢
申
付
候
事

　
鐵
炮
無
始
末
二
持
居
候
者
並
狽
二
鐵
炮
買
候
者
奴
二
相
行
候
其
中
押
込
申

　
－
付
過
料
召
上
候
例
モ
御
座
候
事

一
　
芝
居
見
物
候
士
族
減
豫
之
上
閉
門
申
付
無
豫
士
族
ハ
謹
愼
女
モ
同
臨
相
行

一
　
士
出
奔
二
及
候
得
ハ
家
跡
没
牧
家
財
飲
所
相
行
候
事

一
　
罪
有
之
預
相
成
候
者
致
出
走
候
得
ハ
死
罪
本
罪
預
之
品
二
寄
如
元
之
預
二

　　　一　一一　　　一　一一一一　　　扁　一一

六
〇

（
四
六
八
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候
事

喩
等
出
訴
之
士
族
ハ
謹
愼
士
以
下
ハ
入
牢
叉
・
ハ
押
込
申
付
候
事

身
分
輕
キ
者
身
許
ヲ
爲
リ
士
族
之
養
子
相
成
候
得
ハ
昊
首
二
相
行
候
事

身
分
輕
キ
者
身
許
ヲ
爲
り
士
分
陪
隷
之
養
子
ト
成
候
ヘ
ハ
遠
川
切
追
放
相

行
候
事

他
人
二
被
欺
身
分
輕
キ
者
ヲ
養
子
二
仕
候
士
族
ハ
改
易
叉
ハ
閉
門
ニ
モ
相

行
候
最
初
ヨ
リ
乍
心
得
居
養
子
二
仕
候
士
族
遠
流
叉
ハ
輕
輩
ヲ
其
身
弟
ト

構
シ
士
へ
養
子
二
遣
候
者
近
流
叉
ハ
同
ク
養
子
ト
仕
候
節
親
類
ト
爲
リ
蓮

印
仕
候
者
近
流
品
ニ
ヨ
リ
追
放
ニ
モ
相
行
候
事

金
鋒
ヲ
貧
リ
養
子
貰
請
候
士
族
改
易
相
行
候
事

商
人
ノ
娘
ヲ
妻
二
致
候
士
族
改
易
相
行
候
事

藩
ノ
眞
米
ヲ
費
彿
役
人
ヲ
欺
破
船
荷
打
之
躰
二
取
繕
申
出
候
水
主
刎
首
相

行
候
事

他
方
者
身
許
不
探
索
籔
日
指
置
候
又
ハ
日
傭
二
抱
へ
候
者
又
ハ
籔
月
召
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
込
か
）

候
類
其
身
並
組
合
共
戸
結
叉
ハ
押
入
申
付
候
事

帯
刀
之
者
出
奔
シ
追
々
脱
刀
仕
立
露
候
士
族
季
民
二
身
分
ヲ
落
シ
遠
川
切

追
放
相
行
候
事

　
　
但
祠
官
ノ
者
出
奔
シ
帯
刀
ヲ
棄
立
臨
候
者
ハ
三
郡
追
放
相
行
候
例
モ

　
　
御
座
候

身
元
不
束
之
者
不
探
索
二
召
仕
置
候
士
族
ハ
謹
愼
申
付
候
事

濁
身
者
無
宿
者
等
召
仕
叉
止
宿
爲
仕
候
老
押
込
申
付
候
事

諸
品
法
外
之
高
債
二
費
立
候
商
人
奴
二
相
行
候
事

　
　
但
其
時
々
取
調
之
上
事
状
次
第
追
放
並
市
中
二
晒
過
料
ヲ
モ
召
上
候

　
　
例
モ
御
座
候
事



一一一一一

緩
慢
之
頚

吟
昧
中
親
類
へ
預
置
候
者
取
　
シ
候
得
ハ
其
節
詰
合
候
親
類
豫
孚
ヲ
減
シ

閉
門
士
以
下
ハ
入
牢
叉
ハ
追
放
二
相
行
候
事

卒
族
預
之
囚
人
取
　
候
ヘ
ハ
扶
持
米
召
上
百
姓
等
ハ
戸
結
陪
隷
ハ
押
込
申

付
候
事

飢
心
者
之
締
リ
ニ
附
居
取
　
シ
候
士
族
謹
愼
申
付
候
事

士
分
之
者
ヲ
不
探
索
ニ
テ
士
以
下
二
取
扱
二
仕
シ
者
卒
族
ハ
入
牢
士
族
ハ

閉
門
申
付
候
事

卒
族
へ
不
吟
昧
二
縄
相
懸
候
捕
亡
卒
等
押
込
申
付
候
事

輿
米
運
船
ノ
俵
敷
ヲ
改
違
ヒ
叉
ハ
等
閑
二
改
所
ヲ
相
通
シ
候
役
人
ハ
閉
門

申
付
候
品
二
寄
輕
ク
モ
相
行
候
事

藩
甲
之
諸
品
ヲ
私
二
質
入
シ
妊
巧
ヲ
縦
二
仕
候
士
族
刎
首
士
以
下
最
首
相

行
候
事

藏
守
役
所
守
藏
ヨ
リ
品
物
盗
取
ラ
レ
候
ヲ
不
心
付
居
候
者
押
込
申
付
候
事

在
職
ノ
者
勤
方
緩
慢
或
ハ
賄
賂
ヲ
貧
リ
叉
ハ
藩
用
ノ
品
物
ヲ
損
亡
仕
候
類

ハ
其
情
欺
二
寄
改
易
又
ハ
閉
門
蟄
居
品
二
寄
謹
愼
士
以
下
モ
右
二
准
シ
相

行
候
事

　
過
誤
寛
宥
類

狂
鼠
之
者
人
二
疵
付
候
得
ハ
親
類
二
相
預
園
入
申
付
候
親
類
無
之
者
士
以

下
ハ
永
ノ
入
牢
申
付
候
事

七
十
歳
以
上
十
五
歳
以
下
之
者
其
罪
之
品
二
寄
一
等
相
宥
候
事

　
不
法
不
義
類

有
夫
之
女
へ
密
通
シ
候
男
女
ハ
共
二
嶋
奴
張
テ
犯
シ
候
ヘ
ハ
男
ハ
死
罪
女

ハ
無
構
差
置
候
事

仙
壷
藩
格
例

一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　一　一一

　
　
但
有
夫
之
女
へ
密
通
之
士
族
違
流
女
ハ
近
流
例
モ
偉
座
候
事

無
夫
之
女
江
密
通
シ
候
男
女
ハ
共
二
入
牢
強
テ
薮
候
得
ハ
男
ハ
嶋
奴
女
ハ

無
構
差
置
候
事

　
　
但
無
夫
之
女
へ
密
通
シ
候
士
族
閉
門
女
ハ
謹
愼
津
土
眞
宗
之
出
家
ハ

　
　
蟄
居
二
相
行
候
例
モ
御
座
候
在
職
之
者
右
之
所
行
御
座
候
ハ
・
其
役

　
　
二
依
リ
テ
其
時
々
取
調
死
罪
ニ
モ
相
行
或
ハ
死
罪
相
宥
候
例
モ
御
座

　
　
候
事

喧
嘩
口
論
人
二
疵
付
不
具
二
爲
至
候
老
ハ
遠
川
切
追
放
不
具
二
不
至
候
ハ

・
入
牢
申
付
候
事

臆
病
ニ
テ
雫
闘
之
場
ヲ
ハ
ス
シ
候
得
ハ
士
族
並
從
僕
ハ
他
國
追
放
農
商
等

ハ
無
構
差
置
候
事

　
　
但
士
族
ハ
其
時
々
取
調
情
状
次
第
死
罪
相
行
候
モ
御
座
候
事

制
服
違
反
ノ
者
士
以
下
入
牢
申
付
候
事

養
母
ト
密
通
シ
候
士
族
男
女
共
刎
首
二
相
行
候
事

縫
女
ヲ
強
妊
シ
候
者
昊
首
相
行
候
女
ハ
無
構
差
置
候
事

養
父
ト
密
通
之
者
臭
首
相
行
候
事

密
通
ニ
テ
嶋
奴
申
付
置
候
内
再
密
通
之
女
ハ
刎
首
二
相
行
候
事

寡
婦
密
通
之
者
士
族
以
下
男
女
共
奴
二
相
行
候
事

男
女
之
別
ヲ
飢
リ
不
作
法
二
及
嗜
男
女
共
入
牢
叉
ハ
押
込
申
付
候
事

囚
人
ヲ
奪
取
候
者
礫
二
相
行
候
事

國
禁
ヲ
犯
シ
候
ヲ
被
糺
暉
蓬
テ
其
役
人
ヲ
打
郷
シ
候
者
黒
首
二
相
行
候
事

召
捕
人
へ
爲
疵
負
候
者
遠
流
二
相
行
候
事

士
族
ヲ
打
郷
爲
疵
負
候
者
近
流
又
ハ
遠
川
切
追
放
相
行
候
事

懐
妊
之
女
ヲ
打
郷
シ
堕
胎
二
爲
至
候
者
奴
二
相
行
候
事

六
一

（
四
六
九
）
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仙
豪
藩
格
例

吟
昧
中
謹
愼
申
付
置
候
内
他
行
仕
候
士
族
閉
門
二
相
行
候
事

酒
店
二
入
飲
酒
之
士
族
閉
門
二
相
行
候
事

分
ヲ
犯
シ
百
姓
商
人
等
帯
刀
致
候
者
奴
二
相
行
候
事

法
外
高
利
之
金
子
貸
借
ノ
士
ハ
謹
愼
士
以
下
ハ
押
込
二
相
行
候
事

附
　
録

　
新
律
御
頒
布
以
前
既
決
庭
刑
中
ノ
者
新
律
二
参
照
庭
刑
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
縣
貫
麗
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
坂
右
膳
父
隠
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
近
介
妾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
　
　
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
申
六
十
六
歳

　
此
者
儀
元
來
右
膳
家
來
死
亡
毛
利
傳
左
衛
門
娘
御
座
候
庭
追
テ
左
近
介
妾
二

被
召
使
居
家
事
随
意
二
成
兼
候
ヲ
遺
憾
存
去
ル
萬
延
元
庚
申
年
正
月
中
戸
主
右

膳
江
疵
爲
負
候
上
差
料
之
精
刀
持
逃
候
ハ
・
士
道
難
立
身
ヲ
引
退
隠
ノ
外
有
之

間
敷
然
ル
上
ハ
同
人
幼
若
之
子
供
ヲ
家
督
ト
シ
夫
左
近
介
ヲ
當
主
同
檬
ニ
シ
其

身
威
灌
ヲ
檀
二
可
致
ト
姦
計
ヲ
同
ラ
シ
条
テ
左
近
介
小
姓
二
召
使
置
候
片
倉
小

十
郎
奮
家
來
片
倉
新
三
郎
ヲ
詐
謀
ヲ
以
テ
下
碑
ま
さ
工
妊
婬
ノ
密
謀
シ
剰
其
身

モ
追
テ
ハ
好
通
飽
マ
テ
新
三
郎
ヲ
邪
路
二
誘
入
不
道
ノ
企
二
荷
捲
セ
シ
メ
右
膳

寝
間
工
忍
入
ラ
セ
寛
二
同
人
工
疵
爲
負
候
上
帯
刀
持
逃
セ
候
始
末
主
君
工
封
シ

惇
逆
ノ
致
方
重
甦
不
屈
二
付
可
庭
嚴
科
之
庭
大
赦
御
布
令
有
之
去
ル
午
年
元
仙

毫
藩
ニ
オ
イ
テ
出
格
之
詮
議
ヲ
以
死
一
等
ヲ
宥
終
身
禁
獄
申
付
置
庭
今
般
新
律

御
頒
降
以
前
於
各
府
藩
縣
庭
漸
流
以
下
之
者
更
二
新
律
二
照
準
シ
輕
ク
髭
シ
有

六
二

（
四
七
〇
）

之
分
ハ
如
奮
閣
重
キ
ニ
庭
シ
有
之
分
ハ
新
律
二
引
直
シ
御
省
工
御
届
可
申
上
旨

太
政
官
ヨ
リ
御
達
二
候
庭
死
刑
一
等
ヲ
宥
候
得
ハ
流
三
等
二
該
リ
候
二
付
則
準

流
十
年
申
付
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
前
國
牡
鹿
郡
新
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
　
　
八

　
此
者
儀
先
年
金
次
郎
ト
申
者
二
親
ヲ
討
タ
レ
右
復
讐
ト
テ
及
殺
害
候
庭
右
金

次
郎
儀
ハ
元
仙
毫
藩
ニ
オ
ヰ
テ
人
殺
ノ
価
科
流
刑
所
決
濟
相
成
候
上
ハ
無
罪
ノ

者
二
有
之
候
ヲ
右
ノ
暴
學
相
及
候
始
末
不
屈
二
付
元
石
雀
縣
ニ
オ
ヰ
テ
御
仕
置

ノ
儀
相
伺
候
庭
終
身
流
可
申
付
旨
御
附
紙
二
付
去
ル
午
年
九
月
廿
六
日
右
申
渡

候
庭
新
律
二
擦
候
得
ハ
終
身
流
ト
申
刑
無
之
二
付
準
流
十
年
二
引
直
可
申
哉
此

段
奉
伺
候
以
上

　
　
　
壬
申
八
月
廿
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
縣
灌
参
事
遠
藤

温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
縣
参
事
　
　
盤
谷
良
翰

　
　
江
藤
司
法
卿
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
味
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
く

　
（
味
書
）

　
二
度
ノ
赦
ヲ
輕
ル
ト
碓
モ
其
情
罪
冤
シ
難
キ
者
ト
シ
新
律
殴
家
長
條
奴
碑
家

　
長
ヲ
折
傷
ス
ル
者
二
擬
シ
指
侠
人
ヲ
以
テ
論
シ
絞
罪
却
テ
重
シ
奮
ノ
如
ク
据

　
　
　
司
法

　
置　

　
　
省
印
　
　
　
　
　
　
　
　
蘇
書
）
八

　
（
舞
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法

　
新
律
人
ヲ
謀
殺
ス
ル
者
二
擬
シ
斬
罪
却
テ
重
シ
据
置
　
省
印



　
　
　
縣
限
決
議
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聴
　
訟
　
課

参
事
　
　

奉
大
麗
中
里
爲
福

権
参
事
　
　
　

改
　
権
大
驕
　
渡
邊
行
義

　
新
律
御
頒
降
已
前
於
各
府
藩
縣
致
露
蜥
候
流
以
下
ノ
者
罪
状
更
二
新
律
二

　
照
準
シ
各
府
縣
二
於
テ
庭
置
致
シ
候
上
司
法
省
へ
可
屈
出
旨
太
政
官
ヨ
リ

　
御
達
二
付
取
調
左
二
奉
伺
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
郡
菅
谷
村
青
廓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肚
紳
主
封
馬
役
介
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
同
村
新
古
山
林
植

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
上
締
制
導
役

　
　
　
　
　
　
明
治
三
年
六
月
十
四
日
監
倉
入
同

　
　
　
　
　
　
四
年
四
月
五
日
病
氣
二
付
宿
下
ケ
　
鈴
木
　
保

　
此
者
儀
宮
城
郡
菅
谷
村
官
林
主
守
相
勤
居
所
松
木
二
十
五
本
鹸
密
伐
齊
彿
同

動
金
作
二
被
差
留
候
節
許
可
之
上
伐
方
候
由
爲
リ
冤
許
書
詐
爲
シ
讃
聞
カ
セ
候

始
末
不
束
二
付
去
ル
午
年
六
月
十
四
旦
兀
仙
毫
藩
二
於
テ
閏
刑
ヲ
以
テ
禁
獄
二

年
申
付
置
候
庭
律
條
凡
監
臨
主
守
自
ラ
監
守
ス
ル
所
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
首
從

ヲ
分
タ
ス
賊
ヲ
併
セ
テ
罪
ヲ
論
シ
窃
盗
二
二
等
ヲ
加
フ
ト
伐
木
代
償
金
六
爾
一

歩
窃
盗
一
爾
已
上
杖
六
十
右
へ
二
等
ヲ
加
へ
杖
八
十
叉
詐
偏
律
凡
官
ノ
文
書
ヲ

詐
爲
シ
及
壇
減
ス
ル
者
ハ
皆
徒
三
年
省
毫
寮
司
府
藩
縣
之
文
書
ハ
ニ
等
ヲ
減
ス

ト
凡
二
罪
以
上
倶
二
獲
覧
ス
レ
ハ
一
ノ
重
キ
者
ヲ
以
テ
論
ス
ト
価
徒
二
年
二
該

候
庭
元
仙
毫
藩
二
於
テ
閏
刑
ヲ
以
禁
獄
二
年
二
庭
シ
有
之
新
律
ヨ
リ
輕
キ
ニ
付

如
奮
差
置
可
申
哉

仙
憲
藩
格
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
馬
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
三
郎
厄
介

　
　
　
明
治
三
年
七
月
五
日
監
倉
入
明
治
三
年
十

　
　
　
月
大
病
出
獄
同
四
年
六
月
七
日
本
復
二
付
　
小
栗
玉
治

　
　
　
入
同
五
年
六
月
廿
目
又
以
病
氣
宿
下
ケ
中

　
此
者
儀
妾
儀
藥
湯
屋
勇
方
へ
入
湯
二
参
候
節
店
へ
脱
置
候
衣
類
青
沼
屋
直
吉

儀
間
蓮
ヲ
以
取
出
候
由
追
テ
承
リ
同
人
方
へ
罷
越
訣
へ
入
置
候
金
子
一
爾
及
紛

失
二
候
由
申
立
右
金
爲
差
出
受
取
叉
ハ
縣
下
新
傳
馬
丁
新
助
方
へ
質
入
シ
候
衣

類
汚
染
相
出
候
由
申
掛
金
一
爾
爲
差
出
候
始
末
重
々
不
束
二
付
過
ル
午
年
七
月

五
旦
兀
仙
豪
藩
二
於
テ
閏
刑
ヲ
以
禁
獄
二
年
申
付
置
候
所
律
條
凡
官
私
ヲ
詐
欺

シ
財
物
ヲ
取
ル
者
ハ
並
二
爾
盗
一
爾
以
上
杖
六
十
則
閉
門
六
十
日
ノ
庭
此
者
禁

獄
日
四
百
六
十
二
日
循
テ
禁
獄
差
冤
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
属
士
族

　
　
　
　
糊
謹
獣
襯
請
難
顯
灘
安
部
恭
三
郎

　
此
者
儀
去
ル
戊
辰
年
紛
擾
中
軍
事
兵
狼
方
馬
官
ニ
テ
伊
達
郡
へ
出
張
之
節
同

所
梁
河
中
村
屋
喜
李
へ
懇
意
シ
其
故
ヲ
以
去
ル
午
年
中
不
圖
仙
豪
二
於
テ
出
會

シ
候
節
兵
狼
残
石
三
百
七
十
俵
大
銃
四
門
パ
ト
・
ン
七
十
五
駄
其
他
兵
士
荷
物

等
籔
十
駄
伊
達
郡
山
地
紙
屋
政
右
衛
門
方
へ
預
置
候
由
二
爲
リ
右
引
當
金
七
十

五
爾
可
借
受
ト
取
巧
ミ
田
中
藤
治
連
署
之
謹
書
ヲ
詐
爲
シ
相
渡
シ
候
二
付
右
喜

李
疑
ヲ
興
シ
及
出
訴
二
候
二
付
其
事
不
途
ト
錐
モ
不
届
二
付
去
ル
午
年
八
月
二

十
九
旦
兀
仙
豪
藩
中
號
巌
闘
刑
ヲ
以
禁
獄
二
年
申
付
置
所
律
條
凡
官
私
ヲ
詐
欺

シ
財
物
ヲ
取
者
ハ
並
二
賊
二
計
へ
窃
盗
二
準
シ
テ
論
ス
窃
盗
財
ヲ
不
得
者
ハ
答

四
十
ト
則
謹
愼
四
十
日
二
該
候
所
此
者
禁
獄
目
五
百
七
十
二
日
傍
右
御
差
冤
可

然
哉

六
三

（
四
七
一
）



仙
壷
藩
格
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
馬
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
三
郎
弟

　
　
　
　
　
明
治
三
年
六
月
＋
日
監
倉
入
壬
申
六
　
阿
部
源
一
郎

　
　
　
　
　
月
十
四
日
大
病
二
付
療
養
中
親
族
預

　
此
者
儀
薄
暮
女
一
人
通
行
シ
候
ヲ
邊
リ
可
遣
由
ニ
テ
縣
下
細
横
下
二
於
テ
携

居
候
風
呂
敷
包
持
可
呉
由
ニ
テ
取
返
シ
挿
シ
候
笄
ヲ
抜
取
逃
去
候
始
末
不
束
二

付
去
ル
午
ノ
年
九
月
十
旦
兀
仙
牽
藩
中
閏
刑
ヲ
以
テ
禁
獄
二
年
申
付
置
候
所
律

條
人
ノ
財
物
ヲ
拐
幣
ス
ル
者
ハ
賊
二
計
へ
窃
盗
二
準
シ
テ
論
ス
ト
得
所
ノ
賊
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

爾
以
上
二
付
杖
六
十
閉
門
二
換
六
十
日
之
庭
源
一
郎
義
禁
獄
日
籔
六
百
五
十
四

日
二
相
成
候
二
付
禁
獄
被
指
冤
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
馬
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
三
郎
養
子

　
　
　
　
瑚
髄
辞
熱
譜
盤
獣
舞
杉
村
孝
四
郎

　
此
者
儀
士
族
沼
尾
庄
吉
申
合
夜
陰
縣
下
寺
小
路
瀾
願
寺
江
押
入
金
三
歩
拝
借

シ
其
他
四
竈
勝
左
衛
門
尾
關
哲
治
倶
々
金
銭
彊
借
可
致
ト
所
々
俳
徊
候
始
末
不

屈
二
付
去
ル
午
年
十
一
月
二
十
四
日
元
仙
毫
藩
中
禁
獄
二
年
申
付
置
候
庭
律
條

強
盗
兇
器
ヲ
持
セ
ス
威
力
ヲ
以
人
ヲ
劫
シ
財
ヲ
得
サ
ル
者
ハ
皆
徒
二
年
財
ヲ
得

ル
モ
ノ
ハ
賊
ヲ
分
タ
ス
ト
錐
賊
ヲ
併
セ
首
從
ヲ
分
タ
ス
罪
ヲ
科
ス
五
爾
已
下
徒

二
年
牛
ト
則
徒
二
年
牛
二
該
候
庭
閏
刑
ヲ
以
テ
禁
獄
二
年
二
虜
漸
シ
新
律
ヨ
リ

輕
キ
ニ
付
如
奮
差
置
可
然
哉

　
（
朱
書
）

　
本
文
士
族
沼
尾
庄
吉
儀
孝
四
郎
同
罪
首
從
ヲ
分
タ
ス
禁
獄
二
年
申
付
置
候
庭

　
過
ル
六
月
廿
日
監
倉
二
於
テ
死
去
仕
候
二
付
取
調
不
申
候
事

六
四

（
四
七
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
馬
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
三
郎
養
弟

　
　
　
　
瑚
讐
辱
鮎
雛
都
籍
欝
申
四
馨
左
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
士
族
李
十
郎
弟

　
　
　
　
醐
鞭
辱
覧
儲
響
購
饗
申
尾
關
哲
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
レ

　
此
者
共
儀
沼
尾
庄
吉
杉
村
幸
四
郎
等
倶
々
金
銭
彊
借
可
致
ト
所
々
江
押
入
候

始
末
不
届
二
付
去
ル
午
歳
十
一
月
廿
四
日
元
仙
豪
藩
中
閏
刑
ヲ
以
禁
獄
一
年
牛

ツ
・
申
付
置
候
所
律
條
彊
盗
兇
器
ヲ
持
セ
ス
威
カ
ヲ
以
テ
人
ヲ
劫
シ
財
ヲ
得
サ

ル
者
ハ
徒
二
年
ト
循
新
律
ヨ
リ
輕
キ
ニ
付
如
元
差
置
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
馬
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
助
父
陰
居

　
　
　
　
　
明
治
三
年
＋
一
月
廿
四
日
監
倉
入
　
　
大
宮
幸
左
衛
門

　
此
者
儀
當
縣
下
奮
修
験
文
珠
院
ヨ
リ
衣
類
等
借
受
返
濟
延
引
シ
同
人
爲
催
促

罷
越
候
節
伯
母
お
り
儀
一
人
居
合
候
ヲ
妻
之
由
申
立
通
妊
被
致
候
由
申
懸
追
テ

ハ
大
條
豊
三
郎
等
江
其
段
爲
申
聞
内
事
二
取
片
候
間
金
子
可
差
出
旨
強
勢
之
相

談
二
及
ハ
セ
金
子
無
之
由
被
断
紳
前
備
置
神
鏡
等
持
参
致
サ
セ
候
始
末
不
屈
二

付
去
ル
午
年
十
一
月
廿
四
日
元
仙
豪
藩
中
閏
刑
禁
獄
二
年
申
付
置
候
所
律
條
凡

人
ノ
財
物
ヲ
胃
認
シ
テ
己
ノ
物
ト
爲
シ
及
ヒ
局
編
ス
ル
者
モ
亦
賊
二
計
へ
窃
盗

二
準
シ
テ
論
ス
窃
盗
一
爾
已
上
杖
六
十
則
閉
門
六
十
日
ノ
庭
此
者
儀
禁
獄
六
百

三
十
一
目
循
右
被
差
冤
可
然
哉

　
（
朱
書
）

　
本
文
大
條
豊
三
郎
儀
其
節
閉
戸
百
日
申
付
候
事

當
縣
貫
麗
士
族



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
之
助
兄

　
　
　
　
　
　
　
明
治
三
年
＋
一
月
九
日
監
倉
入
　
白
石
文
之
助

　
此
者
儀
親
類
上
郡
山
丹
宮
方
二
厄
介
二
相
成
居
候
節
同
人
從
僕
所
持
之
反
物

等
盗
取
叉
ハ
丹
宮
ヨ
リ
被
預
置
候
衣
類
等
費
彿
代
金
酒
食
料
二
遣
捨
候
始
末
不

届
二
付
去
ル
午
年
十
一
月
九
旦
兀
仙
藁
藩
二
於
テ
閏
刑
禁
獄
二
年
申
付
置
候
所

律
條
窃
盗
一
爾
以
上
杖
六
十
ト
則
閉
門
六
十
目
二
該
候
所
此
者
禁
獄
五
百
八
十

三
日
循
禁
獄
被
差
冤
可
然
哉

　
　
　
　
以
上
士
族
九
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
取
郡
郡
山
村
麟
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
李
父
隠
居

　
　
　
　
明
治
三
年
六
月
廿
四
日
徒
場
二
入
ル
午

　
　
　
　
八
月
＋
日
病
氣
二
付
藥
用
中
家
二
送
ル
兵
太
夫

　
此
者
儀
伯
父
同
村
百
姓
権
十
郎
方
へ
白
甕
忍
入
衣
類
等
轍
品
盗
取
始
末
不
届

二
付
去
ル
午
年
六
月
廿
四
旦
兀
仙
豪
藩
中
徒
二
年
申
付
置
候
所
律
條
凡
各
居
五

等
ノ
親
財
物
ヲ
相
盗
ム
者
ハ
凡
人
二
一
等
ヲ
減
シ
四
等
三
等
二
等
ノ
親
ハ
各
一

等
ヲ
遽
減
ス
ト
窃
盗
一
爾
已
上
杖
六
十
此
者
各
居
ノ
ニ
等
親
ノ
財
物
ヲ
窃
傍
四

等
ヲ
減
シ
答
二
十
徒
役
日
籔
折
シ
ニ
十
日
此
者
已
二
使
役
ス
ル
事
四
十
四
日
例

右
刑
被
差
冤
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縣
下
東
昌
寺
附
奮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
來
健
治
甥

　
　
　
贈
轟
離
藷
構
論
濯
煤
寺
嶋
茂
作

　
此
者
儀
湯
屋
へ
浴
湯
二
罷
越
戻
リ
之
節
店
江
脱
置
衣
類
籔
品
盗
取
候
始
末
不

届
二
付
去
ル
午
年
七
月
五
日
元
仙
豪
藩
中
徒
二
年
申
付
置
候
庭
役
限
未
満
去
未

仙
壷
藩
絡
例

年
十
一
月
九
日
逃
走
同
十
二
月
十
五
日
追
捕
入
獄
申
付
置
候
所
律
條
窃
盗
一
爾

已
上
杖
六
十
叉
凡
徒
流
ノ
囚
人
役
限
未
タ
満
ス
シ
テ
逃
走
ス
ル
者
ハ
杖
七
十
働

等
配
所
二
襲
シ
其
徒
流
原
犯
ノ
年
限
二
照
シ
新
二
拘
役
ス
ト
此
者
已
二
役
ス
ル

事
五
百
六
日
然
ト
錐
モ
徒
場
逃
走
ス
ル
ヲ
以
テ
更
二
論
シ
始
メ
犯
ス
所
一
爾
已

上
杖
六
十
叉
徒
流
人
逃
ノ
條
二
族
杖
七
十
但
新
二
拘
役
ス
ル
所
ハ
杖
六
十
ヲ
以

テ
ニ
罪
二
論
シ
一
ノ
重
キ
ニ
從
テ
杖
七
十
可
申
付
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縣
下
南
町
星
久
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兄

　
　
　
　
明
治
三
年
七
月
二
十
四
日
徒
場
二
入
同

　
　
　
　
年
＋
一
月
五
日
逃
走
同
五
年
二
月
晦
日
友
四
郎

　
　
　
　
捕
縛
入
獄
同
四
月
十
日
更
徒
場
二
入

　
此
者
儀
縣
下
八
ッ
塚
栽
松
院
ヨ
リ
蚊
張
等
盗
取
候
得
共
赦
前
二
付
被
差
冤
候

所
明
治
二
年
中
岩
城
國
へ
立
越
身
持
放
蕩
所
々
酒
店
江
相
越
飲
酒
シ
候
テ
ハ
贋

ヲ
不
差
出
或
ハ
賭
博
ヲ
犯
シ
候
始
末
重
々
不
属
二
付
去
ル
午
ノ
年
七
月
廿
四
日

元
仙
豪
藩
二
於
テ
徒
刑
三
年
申
付
置
候
所
己
未
十
一
月
五
日
逃
走
當
二
月
中
追

捕
同
四
月
十
目
杖
七
十
更
二
徒
三
年
申
付
候
所
律
條
窃
盗
一
爾
以
上
杖
六
十
叉

凡
財
物
ヲ
賭
シ
博
戯
ヲ
爲
ス
者
ハ
皆
杖
八
十
ト
ニ
罪
已
上
倶
二
獲
一
ノ
重
キ
者

ヲ
以
テ
論
ス
ト
則
杖
八
十
二
該
ル
ノ
所
徒
役
折
シ
八
十
日
此
者
四
月
十
日
ヨ
リ

六
月
二
十
九
日
迄
二
役
使
ス
ル
日
数
八
十
日
二
付
徒
刑
被
差
冤
可
然
哉

明
治
三
年
八
月
二
十
九
日
徒
場
入
同

五
年
五
月
十
三
日
他
罪
二
付
入
獄
同

二
十
七
日
所
決
濟
候
上
親
類
預

六
五

奮
四
番
卒
當
十
四
番

士
族
東
助
弟

須
　
田
　
由
藏

（
四
七
三
）



仙
豪
藩
格
例

　
此
者
儀
所
々
人
家
江
忍
入
衣
類
家
具
等
拾
品
飴
盗
取
候
始
末
不
屈
二
付
明
治

三
年
八
月
二
十
九
日
元
仙
蚕
藩
二
於
テ
徒
二
年
申
付
置
候
所
律
條
窃
盗
一
爾
已

上
杖
六
十
徒
役
折
シ
日
籔
六
十
日
此
者
已
二
役
ス
ル
六
百
六
十
四
日
二
付
徒
刑

被
指
冤
可
然
哉

　
（
朱
書
）

　
本
文
由
藏
儀
當
五
月
中
蓮
令
罪
有
テ
吟
昧
入
獄
中
ノ
日
敬
十
六
日
ハ
通
算
セ

　
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奮
三
番
卒
當
十
三
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族
甚
七
代

　
　
明
治
三
年
十
月
二
日
徒
場
入
同
十
月
二
十
五

　
　
目
病
氣
家
二
邊
ル
同
十
一
月
五
日
徒
揚
二
蹄
　
中
塚
久
作

　
　
ス
壬
申
五
月
十
日
又
以
病
氣
二
付
親
類
預
置

　
此
者
儀
囚
獄
番
人
二
詰
居
囚
獄
人
定
吉
江
懇
意
シ
度
々
モ
ス
ソ
飯
ノ
飴
リ
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

貰
受
同
人
灘
瘡
之
藥
二
致
度
候
間
炭
火
相
入
昊
候
様
頼
ヲ
肯
へ
滑
炭
牢
丙
へ
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
ま
ロ

爲
夫
ケ
板
僥
抜
破
牢
ノ
企
致
ス
ヘ
リ
ト
シ
候
始
末
締
番
人
ノ
身
ト
シ
テ
不
屈
二

付
明
治
三
年
十
月
一
百
元
仙
豪
藩
二
於
テ
徒
三
年
申
付
置
候
所
律
條
凡
獄
卒
金

匁
及
ヒ
他
物
ノ
自
殺
ス
ヘ
ク
及
ヒ
解
脱
ス
ヘ
キ
ノ
具
ヲ
以
テ
囚
二
與
フ
ル
者
ハ

杖
一
百
ト
若
財
ヲ
受
ル
者
ハ
賊
ヲ
計
へ
柾
法
ヲ
以
テ
重
キ
ニ
從
テ
論
ス
ト
柾
法

一
爾
已
下
杖
六
十
ト
価
テ
重
キ
ニ
從
テ
杖
一
百
之
所
徒
役
折
シ
日
籔
一
百
此
者

已
二
役
使
ス
ル
事
五
百
八
十
九
日
価
テ
徒
刑
被
差
冤
可
然
哉

　
（
朱
書
）

　
本
文
久
作
儀
病
氣
療
養
中
宿
下
日
籔
十
九
日
ヲ
除
去

陸
前
國
名
取
郡
南
方

増
田
町
百
姓
干
代
吉

伜

六
六

（
四
七
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
三
年
十
月
十
日
徒
場
入
　
　
李
　
　
　
七

　
此
者
儀
名
取
郡
増
田
町
目
輪
寺
境
内
出
火
之
節
松
五
郎
ト
云
者
怪
敷
由
ニ
テ

取
押
候
節
眞
木
ヲ
以
打
螂
シ
同
人
頭
上
江
敷
ケ
所
傷
ケ
或
ハ
士
族
本
郷
勇
彌
ト

ロ
論
シ
可
被
及
匁
傷
場
合
二
至
リ
眞
藏
助
治
倶
々
取
押
落
馬
致
サ
セ
逐
テ
ハ
大

小
ヲ
取
上
村
長
江
差
出
候
始
末
不
束
二
付
明
治
三
年
十
月
十
目
元
仙
毫
藩
二
於

テ
徒
刑
三
年
申
付
置
候
折
律
條
凡
闘
殴
瓦
石
槌
棒
等
ヲ
以
テ
人
ヲ
殴
チ
傷
ヲ
成

サ
・
ル
者
ハ
答
三
十
傷
ヲ
成
ス
者
ハ
答
四
十
ト
叉
凡
律
令
二
正
條
ナ
シ
ト
錐
モ

情
理
二
於
テ
爲
ス
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
事
ヲ
爲
ス
者
ハ
答
三
十
ト
ニ
罪
以
上
倶

二
護
ス
一
ノ
重
キ
者
ヲ
以
テ
論
ス
ト
則
苔
四
十
二
該
候
所
徒
役
折
シ
日
籔
四
十

日
批
諸
已
．
一
使
役
ス
ル
六
百
四
十
日
循
徒
刑
被
差
冤
可
然
哉

　
本
文
士
族
本
郷
勇
彌
外
蓮
及
候
者
其
節
所
決
相
濟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縣
下
奮
大
工
留
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伜

　
　
明
治
三
年
十
月
二
日
徒
場
入
午
閏
十
月
十
七
日
遙
米
　
吉

　
　
走
同
四
年
八
月
四
日
更
二
徒
ニ
ケ
年
牛
徒
揚
入

　
此
者
儀
勇
八
等
申
合
所
々
人
家
物
置
等
之
錠
破
リ
押
明
ケ
衣
類
等
三
十
品
飴

盗
取
候
始
末
不
屈
二
付
明
治
三
年
閏
十
月
二
旦
兀
仙
豪
藩
二
於
テ
徒
二
年
申
付

置
候
所
同
廿
七
日
逃
亡
叉
犯
罪
二
循
テ
明
治
四
年
八
月
四
日
更
二
徒
二
年
牛
元

仙
藁
縣
二
於
テ
申
付
置
候
所
律
條
窃
盗
二
十
爾
已
上
杖
八
十
ト
徒
役
折
シ
八
十

日
此
者
已
二
拘
役
ス
ル
三
百
二
十
一
日
循
テ
徒
刑
被
差
冤
可
然
哉

　
（
朱
書
）

　
本
文
蓮
及
勇
八
等
其
節
所
決
相
濟

縣
下
革
師
市
之
助

孫



　
　
　
　
　
明
治
三
年
＋
一
月
廿
八
日
徒
場
入
　
橋
本
七
之
助

　
此
者
儀
縣
下
二
日
町
湯
屋
ヨ
リ
衣
類
等
五
品
盗
取
候
始
末
不
層
二
付
明
治
三

年
十
一
月
二
十
八
旦
兀
仙
豪
藩
中
徒
二
年
申
付
置
候
所
律
條
窃
盗
一
爾
已
上
杖

六
十
徒
役
折
シ
六
十
日
此
者
已
二
役
使
ス
ル
五
百
六
十
四
日
働
テ
徒
刑
被
差
冤

可
然
哉

宮
城
郡
國
分
松
森
村

百
姓

　
　
　
　
　
　
明
治
三
年
十
一
月
廿
八
日
徒
場
入
久
米
吉

　
　
　
　
　
　
同
四
年
五
月
十
二
目
病
氣
宿
下
ケ

　
此
者
儀
欝
屈
之
症
相
煩
弱
州
ヨ
リ
相
越
居
候
光
畳
院
災
療
相
請
候
タ
メ
宅
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
崇
か
）

相
招
キ
診
療
ヲ
請
且
卦
ヲ
起
シ
候
得
ハ
生
難
死
難
ノ
崇
有
之
一
爾
日
之
内
血
ヲ

吐
死
ト
叉
方
角
等
承
候
得
ハ
辰
巳
ノ
方
二
當
リ
一
村
ヲ
司
者
ヨ
リ
妻
江
好
通
被

致
叉
ハ
田
地
杯
之
儀
ニ
テ
揉
合
候
儀
有
之
夫
ケ
爲
メ
意
趣
相
請
候
表
二
見
候
由

被
申
段
々
勘
辮
候
得
ハ
七
八
年
前
庄
屋
利
吉
儀
其
身
留
主
中
妻
ト
酒
飲
合
居
候

二
付
揉
合
候
儀
有
之
同
人
親
林
太
郎
二
田
地
之
儀
二
付
被
申
談
候
儀
モ
有
之
彼

是
方
向
モ
符
合
シ
候
二
付
同
人
ニ
モ
可
有
之
哉
ト
疑
ヲ
興
シ
候
得
者
右
林
太
郎

等
二
可
有
之
ト
光
覧
院
申
出
候
ヲ
信
シ
病
李
癒
致
度
ト
一
途
二
存
込
呪
誼
返
頼

入
夫
カ
タ
メ
逐
々
金
子
等
臭
渡
候
後
モ
度
々
金
子
貰
受
ル
約
定
致
候
由
等
申
懸

候
始
末
不
屈
二
付
明
治
三
年
十
一
月
二
十
八
日
元
仙
藁
藩
二
於
徒
二
年
申
付
置

候
所
律
條
凡
律
令
正
條
ナ
シ
ト
錐
モ
情
理
二
於
テ
爲
ス
ヲ
得
懸
カ
ラ
サ
ル
ノ
事

ヲ
爲
ス
者
ハ
答
三
十
ト
有
之
徒
役
日
籔
二
折
シ
三
十
日
此
者
已
二
拘
役
ス
ル
百

三
十
三
日
循
徒
刑
被
差
免
可
然
哉

　
　
　
（
朱
書
）

　
　
　
本
文
光
毘
院
ハ
入
獄
之
上
生
國
江
相
臨
候
且
久
米
吉
病
中
宿
下
日
籔
ハ

　
　
　
不
通
算仙

壷
藩
格
例

（
朱
書
）

論
日
病
テ
治
ヲ
求
ル
ハ
患
者
ノ
通
情
也
況
乎
庫
疾
二
罹
レ
ル
愚
夫
愚
婦
二
於

テ
オ
ヤ
久
米
吉
ノ
如
キ
ハ
罪
無
キ
ニ
趣
シ
光
畳
院
ナ
ル
者
二
診
察
ヲ
乞
フ
渠

　
　
　
　
　
　
　
　
（
兆
か
）

先
ッ
病
ヲ
ト
シ
事
ヲ
卦
象
二
托
シ
テ
既
往
ヲ
語
リ
末
尾
ヲ
解
キ
月
飴
ニ
シ
テ

吐
血
シ
テ
死
ニ
ッ
ク
ヘ
シ
ト
慾
二
誼
惑
シ
テ
財
ヲ
詐
キ
取
ラ
ン
ト
爲
ル
ノ
術

中
二
陥
ラ
ル
悲
ム
ヘ
シ
故
二
駿
然
侍
二
呪
誼
ヲ
以
テ
報
ル
ノ
志
有
リ
ト
錐
モ

專
ラ
己
ノ
危
篤
ヲ
冤
カ
レ
ン
カ
爲
ニ
シ
テ
利
吉
父
子
ヲ
シ
テ
疾
苦
セ
シ
メ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
崇
か
）

ト
ノ
故
ニ
ア
ラ
ス
然
ハ
唯
崇
ヲ
爲
ス
所
ノ
幽
魂
生
難
ヲ
遠
サ
ケ
ソ
カ
爲
メ
ノ

呪
誼
返
タ
ル
カ
然
リ
ト
難
モ
律
中
魔
魅
呪
誼
ヲ
行
ノ
事
ヲ
重
ソ
ス
且
罪
状
到

然
ナ
ラ
サ
ル
所
ア
リ
働
テ
一
ノ
不
懸
爲
條
輕
キ
ニ
嫁
ト
錐
モ
實
者
無
罪
ヲ
以

テ
論
ス
ル
モ
又
可
ナ
ラ
ン
鰍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
麗
奮
四
番
卒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
十
四
番
士
族
清
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父
隠
居

　
　
　
　
　
　
明
治
三
年
＋
二
月
五
日
徒
場
入
　
佐
藤
利
太
夫

　
此
者
儀
門
季
門
藏
等
ヨ
リ
宮
城
國
分
原
ノ
町
丈
助
江
ノ
書
面
ヲ
詐
爲
シ
米
二

俵
欺
取
叉
ハ
源
七
幸
六
倶
々
夜
陰
縣
下
曹
洞
宗
妙
心
院
へ
罷
越
金
子
借
受
度
由

申
入
被
取
操
候
節
布
團
等
持
出
シ
　
去
候
次
第
不
属
二
付
明
治
三
年
十
二
月
五

旦
兀
仙
豪
藩
二
於
テ
徒
三
年
申
付
置
候
所
得
ル
所
ノ
賊
金
合
算
十
爾
已
上
律
條

凡
官
私
ヲ
詐
欺
シ
テ
財
物
ヲ
取
ル
者
ハ
並
二
賊
二
計
へ
窃
盗
二
準
シ
テ
論
ス
拐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
肌
か
）

糟
ス
ル
者
モ
又
同
シ
傍
杖
七
十
二
該
候
庭
徒
役
二
折
シ
日
敷
七
十
日
此
者
已
拘

役
ス
ル
五
百
五
十
七
日
二
付
徒
刑
被
差
菟
可
然
哉

　
（
朱
書
）

　
本
文
源
七
幸
六
捕
縛
ノ
際
逃
亡
仕
候
由

六
七

（
四
七
五
）



仙
壷
藩
格
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縣
下
大
町
二
丁
目
出
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
三
年
十
二
月
十
八
日
徒
場
入
　
　
金
　
　
　
吉

　
此
者
儀
縣
下
大
町
商
高
橋
藤
七
店
前
ヨ
リ
越
後
國
商
人
ノ
風
呂
敷
包
ノ
内
ヨ

リ
金
二
十
九
爾
盗
取
榮
吉
ト
申
者
倶
々
費
用
候
始
末
不
屈
二
付
明
治
三
年
十
二

月
十
八
日
元
仙
豪
藩
二
於
テ
徒
二
年
申
付
置
候
庭
律
條
窃
盗
二
十
爾
已
上
杖
八

十
ト
徒
役
二
折
シ
八
十
日
此
者
已
二
拘
役
ス
ル
五
百
四
十
四
日
働
徒
刑
被
差
冤

可
然
哉

　
鞍
効
榮
吉
儀
其
節
庭
決
相
濟
申
候

六
八

（
四
七
六
）

日
逃
走
尋
中
同
卒
庄
子
文
左
衛
門
儀
モ
同
罪
之
所
逮
捕
中
逃
亡
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縣
下
南
染
師
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
商

　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
年
二
月
＋
四
日
徒
場
入
喜
四
郎

　
此
者
儀
江
戸
屋
常
吉
所
ヨ
リ
股
引
二
足
騙
取
而
已
ナ
ラ
ス
所
々
湯
屋
ヨ
リ
衣

類
等
拾
籔
品
盗
取
候
始
末
不
屈
二
付
明
治
四
年
二
月
十
四
旦
兀
仙
豪
藩
二
於
テ

徒
二
年
申
付
置
候
所
律
條
窃
盗
十
爾
已
上
杖
七
十
徒
役
日
歎
二
折
シ
七
十
日
此

者
已
二
拘
役
ス
ル
四
百
九
十
日
価
徒
刑
被
差
冤
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
馬
一
番
卒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
十
一
番
士
族
久
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嫡
子

　
　
　
　
　
明
治
三
年
＋
二
月
廿
四
日
徒
場
入
同
　
　
菱
沼
勘
左
衛
門

　
　
　
　
　
五
年
五
月
廿
二
日
病
氣
親
類
預
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
馬
一
番
卒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
十
一
番
士
族
忠
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嫡
子

　
　
　
　
　
　
明
治
三
年
＋
二
月
廿
四
日
徒
揚
入
　
百
井
熊
太
郎

　
此
者
儀
當
縣
下
鏑
ケ
岡
八
幡
宮
随
身
門
ノ
銅
金
具
武
貫
目
取
放
シ
窃
取
候
始

末
不
屈
二
付
明
治
三
年
十
二
月
廿
四
日
元
仙
藁
藩
二
於
テ
徒
三
年
ツ
ツ
申
付
置

候
所
盗
賊
金
五
爾
律
條
窃
盗
一
爾
已
上
杖
六
十
徒
役
折
シ
六
十
日
此
者
共
已
二

拘
役
ス
ル
勘
左
衛
門
ハ
五
百
一
日
熊
太
郎
儀
ハ
五
百
三
十
八
日
の
徒
刑
被
差
菟

可
議

　
本
文
蓮
及
奮
卒
佐
藤
萬
次
郎
儀
同
罪
二
付
徒
三
年
被
申
付
置
候
露
當
五
月
晦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
縣
貫
馬
奮
三
番
卒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
十
三
番
士
族
新
藏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
父
隠
居

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
年
二
月
晦
日
徒
場
入
　
本
宮
健
三
郎

　
此
者
儀
夜
陰
人
家
籔
ケ
所
へ
忍
入
鍋
釜
等
十
品
飴
盗
取
候
始
末
不
属
二
付
明

治
四
年
二
月
晦
旦
兀
仙
毫
藩
中
徒
二
年
申
付
置
候
所
律
條
窃
盗
一
爾
已
上
杖
六

十
徒
役
折
シ
六
十
日
此
者
使
役
ス
ル
四
百
七
十
三
日
傍
テ
徒
刑
被
差
冤
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
前
國
登
米
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
沼
村
無
宿

　
　
　
　
　
　
　
庚
午
七
月
十
二
日
徒
場
入
未
＋
七
郎
作

　
　
　
　
　
　
　
二
月
＋
四
日
大
病
二
付
宿
下
ケ

　
此
者
儀
紳
職
ト
唱
御
一
新
之
御
趣
意
ヲ
名
ト
シ
姦
計
ヲ
以
テ
村
民
ヲ
盛
惑
シ

新
規
二
紳
肚
ヲ
可
取
建
ト
相
企
候
始
末
不
屈
二
付
元
登
米
縣
ニ
オ
イ
テ
徒
一
年

申
付
置
候
所
新
律
條
中
不
懸
爲
重
二
擦
杖
七
十
徒
役
折
シ
七
十
日
此
者
庚
午
七



月
十
二
日
ヨ
リ
十
二
月
十
三
日
マ
テ
拘
役
百
五
十
五
日
の
テ
徒
刑
被
差
冤
可
然

哉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
前
國
牡
鹿
郡
新
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
ノ
九
月
廿
六
日
徒
場
入
　
　
長
　
　
　
八

　
此
者
儀
元
仙
毫
藩
二
於
テ
流
刑
二
行
ハ
レ
所
決
相
濟
候
金
次
郎
ヲ
倫
親
ノ
復

讐
油
討
シ
候
科
二
働
元
石
毬
縣
二
於
テ
伺
之
上
去
ル
午
ノ
九
月
二
十
六
日
終
身

流
申
付
置
候
所
先
般
伺
相
濟
候
金
成
騨
管
原
清
之
助
外
一
人
同
シ
事
件
候
所
准

流
十
年
二
付
右
長
八
儀
右
二
照
準
シ
准
流
十
年
引
直
シ
可
然
哉
之
儀
司
法
省
へ

相
伺
可
申
哉

　
（
朱
書
）

　
一
　
本
文
盗
賊
品
籔
不
分
明
多
分
十
品
已
下
三
品
已
上
籔
品
二
十
品
已
下
ハ

　
　
　
拾
籔
ト
有
之
且
代
贋
モ
不
分
明
候
得
共
衣
類
之
分
ハ
一
品
一
爾
ト
見
詰

　
　
　
家
具
難
品
ハ
ニ
歩
之
見
詰
ヲ
以
合
算
シ
本
文
之
通
取
調
申
候

　
（
朱
書
）

　
一
　
本
文
元
仙
毫
藩
士
族
卒
庶
人
三
等
之
内
卒
ハ
庶
人
二
付
シ
實
決
シ
士
族

　
　
　
ハ
賊
ト
錐
モ
閏
刑
ヲ
以
テ
所
漸
シ
候
二
付
其
儘
二
取
調
申
候

　
（
朱
書
）

　
一
　
本
文
日
籔
申
ノ
六
月
廿
九
日
マ
テ
ヲ
通
算
ス
病
氣
等
ニ
テ
宿
下
ノ
日
籔

　
　
　
除
去

　
右
之
通
新
律
御
頒
降
以
前
元
仙
憂
藩
並
元
登
米
縣
二
於
テ
庭
噺
流
已
下
之
者

　
通
計
二
十
六
人
罪
状
名
新
律
二
照
準
奉
伺
候

　
　
　
壬
申
六
月
廿
九
日

仙
塵
藩
格
例

六
九

（
四
七
七
）


